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イギリス新会社法におけるコーポレート・ガバナンス規律

　
イ
ギ
リ
ス
新
会
社
法
に
お
け
る

　
　
　
　
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律

上
田
谷　

恒　

久

（
武
蔵
野
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
）

　
　
一
　
は
じ
め
に

　

経
営
環
境
の
変
遷
に
合
わ
せ
、
法
の
現
代
化
と
イ
ギ
リ
ス
企
業
の
競
争
力
助
長
の
狙
い
の
も
と
、
二
〇
〇
六
年
に
新
会
社
法

（Com
panies A

ct 2006: 

以
下
単
にCA

2006

）
が
制
定
さ
れ
た
（
二
〇
〇
九
年
に
最
終
施
行
）。
旧
法
で
あ
る
一
九
八
五
年
会

社
法
（
以
下
単
にCA

1985

）
と
、
そ
の
後
一
九
八
九
年
会
社
法
、
二
〇
〇
四
年
会
社
法
ほ
か
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
修
改
正
を

ほ
ぼ
踏
襲
し
つ
つ

（
1
（

、
全
体
と
し
て
は
一
三
〇
〇
カ
条
の
大
部
を
な
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
会
社
法
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
会
社
の
内
部
関
係
の
規
制
に
つ
い
て
は
会
社
法
に
は
規
定
せ
ず
、
会
社
の
基
本
定

款
（m

em
orandum

 of association

）（
2
（

、
通
常
定
款
（articles of association 
以
下
単
に
「
定
款
」）
に
任
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
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る
。
定
款
（
や
株
主
総
会
決
議
事
項
）
は
会
社
と
株
主
と
の
一
種
の
契
約
と
し
て
両
者
を
拘
束
す
る
（
（
（

。
定
款
に
任
さ
れ
て
い
る
事

項
は
、
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
配
分
、
取
締
役
の
選
任
、
取
締
役
会
の
運
営
・
構
成
等
多
岐
に
わ
た
る
。
定
款
は
会
社
登

録
機
関
（Com

panies H
ouse

）
へ
の
登
録
・
開
示
の
対
象
で
あ
る
の
で
（
4
（

、
少
な
く
と
も
上
場
会
社
に
と
っ
て
は
、
お
の
ず
と
株

主
の
意
向
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
無
視
し
た
一
方
的
な
内
容
に
は
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

改
正
法
に
お
い
て
、
取
締
役
の
一
般
義
務
内
容
は
こ
れ
ま
で
判
例
法
に
拠
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
条
文
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

判
例
法
の
錯
綜
、
不
統
一
を
回
避
し
、
明
確
か
つ
理
解
し
や
す
い
も
の
と
し
た
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
大
幅
改
正
を
行
い
、
株
主
は
だ
れ
で
も
代
表
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

ま
た
近
時
の
高
額
な
取
締
役
報
酬
へ
の
国
民
的
関
心
の
高
ま
り
に
応
じ
、
会
社
法
は
二
〇
〇
二
年
に
、
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い

て
の
徹
底
的
な
開
示
義
務
（
違
反
に
は
罰
則
を
伴
う
）
を
会
社
に
課
す
こ
と
に
踏
み
切
っ
た
。
報
酬
の
水
準
そ
の
も
の
は
こ
れ
ま

で
判
例
・
制
定
法
と
も
に
規
制
に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
き
た
が
、
上
場
会
社
の
取
締
役
報
酬
を
全
面
的
に
開
示
さ
せ
、
か

つ
株
主
総
会
の
決
議
事
項
（
た
だ
し
取
締
役
会
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
は
な
い
）
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な
報
酬
規
制
効

果
を
狙
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

　

な
お
、
株
主
以
外
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
で
あ
る
従
業
員
が
、
取
締
役
会
構
成
員
と
な
る
こ
と
に
よ
り
説
明

責
任
ル
ー
ル
の
受
益
者
と
な
っ
て
い
る
国
が
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
約
半
数
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
改
正
の
過
程
で
は
、
こ
の
よ
う
な

制
度
を
取
り
込
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
会
社
法
で
は
取
締
役
の
義
務
の
中
に
、
株
主
価
値
を

高
め
る
（enlightened shareholder value

）
義
務
（duty to prom

ote the success of the com
pany for the benefit 

of its m
em

bers as a w
hole: s.172

）
を
明
記
す
る
に
至
り
、
株
主
以
外
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
は
、
会
社
の
株
主
価
値
を

高
め
る
過
程
で
配
慮
を
加
え
る
に
と
ど
め
た

（
5
（

。
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Financial Reporting Council 

（FRC

）（
6
（

 

の
作
成
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
（T

H
E U

K
 CO

RPO
RA

T
E 

GO
V

ERN
A

N
CE CO

D
E

：
以
下Corp. Gov. Code

）
は
、
上
場
会
社
（prem

ium
 listed com

panies

）
に
適
用
さ
れ
、
会

社
の
取
締
役
会
構
成
と
任
務
に
関
す
る
重
要
な
見
地
に
つ
い
て
最
善
の
慣
行
（best practice

）
の
実
行
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
統
合
規
範
（T

H
E CO

M
BIN

ED
 CO

D
E O

N
 CO

RPO
RA

T
E GO

V
ERN

A
N

CE

）
が
一
〇
年
強
機
能
し
て
き
た
が
、

ニ
〇
〇
八
―
二
〇
〇
九
年
の
金
融
危
機
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
に
見
直
し
強
化
が
行
わ
れ
、
名
称
も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
規
範
と
改
め
ら
れ
た

（
7
（

。

　
「
遵
守
す
る
か
ま
た
は
説
明
せ
よ
（com

ply or explain

）」
は
、
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と

な
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
上
場
会
社
が
、Corp. Gov. Code

の
主
原
則
（M

ain Principle

）
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
た
か
、

各
条
項
（Code Provision

）
に
つ
い
て
は
遵
守
し
た
か
ど
う
か
、
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
は
そ
の
理
由
を
、
年
次
報
告
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
8
（

。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
上
場
会
社
の
み
に
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
効
力
も“com

ply or explain”

ベ
ー
ス

で
法
的
強
制
力
は
な
い
。
し
か
し
一
般
的
に
は
守
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
9
（

。

　

こ
の“com

ply or explain”

に
つ
い
てFRC

は
、Corp. Gov. Code

の
柔
軟
性
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
し
、
よ
き

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
他
の
代
替
的
手
段
で
も
達
成
し
う
る
な
ら
、
そ
の
代
替
的
手
段
も
、
特
定
の
状
況
下
で
は
正
当
化
さ
れ
得
る
こ
と

を
認
め
る
。
そ
の
前
提
は
、
理
由
を
明
確
か
つ
注
意
深
く
株
主
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
株
主
は
そ
れ
を
基
に
し
て
会
社
と
議

論
し
そ
の
結
果
は
投
票
の
賛
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
株
主
の
立
場
か
ら
も
、
会
社
の
特
定
の
状
況
、
規
模
・
複
雑
度
、

ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
あ
り
そ
れ
に
会
社
が
ど
う
挑
戦
し
て
い
る
の
か
を
頭
に
入
れ
て
、
正
当
に
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
規

範
条
項
と
異
な
る
方
策
を
取
っ
た
こ
と
を
機
械
的
に
評
価
し
、
た
だ
ち
に
違
反
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
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る
（
（（
（

。

　

会
社
法
な
い
し
定
款
だ
け
で
は
、
会
社
の
機
関
の
あ
り
方
、
構
成
、
機
能
、
手
続
き
等
に
つ
い
て
規
定
が
十
分
で
な
く
、
そ
の

あ
り
う
べ
き
具
体
像
が
描
き
に
く
い
の
は
事
実
で
あ
る
。Corp. Gov. Code

は
ま
さ
に
こ
の
部
分
を
補
充
す
る
役
割
も
担
い
つ

つ
、
会
社
の
望
ま
し
い
在
り
方
を
形
作
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

本
研
究
ノ
ー
ト
は
、
公
開
会
社
に
主
眼
を
置
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
そ
の
他
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制

の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
二
　
取
締
役
会
と
株
主
総
会

　

１　

権
限
配
分

　

取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
権
限
配
分
は
、
全
面
的
に
会
社
の
定
款
に
任
さ
れ
て
い
る
。
権
限
配
分
は
会
社
法
制
で
強
行
的
に
規

定
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
株
主
が
私
的
に
決
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
沿
革
し
て
い
る
が
、
他
の
国
で
は
あ
ま
り

例
を
見
な
い
。

　

主
務
大
臣
は
モ
デ
ル
定
款

（
（（
（

を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
（
（（
（

、
会
社
は
そ
の
モ
デ
ル
定
款
に
即
し
て
自
社
定
款
を
定
め
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
独
自
の
内
容
の
定
款
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
る

（
（（
（

。

　

設
立
に
際
し
て
会
社
が
定
款
を
登
録
し
な
い
か
、
登
録
し
て
も
モ
デ
ル
定
款
条
項
を
排
除
な
い
し
修
正
し
て
い
な
け
れ
ば
、
モ

デ
ル
定
款
を
自
社
定
款
の
全
部
ま
た
は
一
部
と
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
一
九
八
五
年
会
社
法
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
会
社
法
に
準
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拠
し
て
設
立
さ
れ
た
会
社
は
多
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
準
拠
し
た
会
社
法
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
応
じ
た
定
款
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
会

社
法
で
モ
デ
ル
定
款
の
変
更
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
自
社
定
款
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
（ss.18-20

）。

　

公
開
会
社

（
（（
（

モ
デ
ル
定
款
（CA

2006

に
も
と
づ
く
新M

odel A
rticles For Public Com

panies

：
以
下
単
に
モ
デ
ル
定
款
ま

た
はPLCM

A
）
に
よ
る
と
、
定
款
規
定
に
従
っ
て
取
締
役
は
会
社
の
経
営
責
任
を
負
い
、
そ
の
た
め
の
会
社
の
権
限
の
す
べ
て

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（PLCM

A
 art.（

）。

　

会
社
の
定
款
は
株
主
総
会
の
特
別
決
議
（
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
：S.28（

）
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（s.21

）。

　

株
主
総
会
は
、
特
定
行
為
に
つ
い
て
の
作
為
な
い
し
不
作
為
を
、
特
別
決
議
に
よ
っ
て
、
取
締
役
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

（PLCM
A

 art.4

（1

））（
（（
（

。

　

な
お
、
利
害
相
反
取
引
等
に
つ
い
て
の
株
主
総
会
承
認
権
限
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
（
三
２
）。

　

２　

取
締
役
会

　
（
1
）
取
締
役
会
の
構
成
と
運
営

　

取
締
役
（directors

）
が
単
独
で
は
な
く
集
合
的
に
行
う
意
思
決
定
は
、（
ⅰ
）
取
締
役
会
合
（directors’ m

eeting

）
（
（（
（

か
、（
ⅱ
）

書
面
決
議
（w
ritten resolution

）
の
方
法
に
よ
る
（PLCM

A
 art.7

）。
取
締
役
会
合
は
、
取
締
役
全
員
が
同
じ
場
所
に
い
な

く
て
も
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
意
思
疎
通
を
し
て
も
か
ま
わ
ず
有
効
に
成
立
す
る
（PLCM

A
 art.9

（2

）, （（

））。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
取
締
役
会
は
企
業
家
精
神
に
富
み
会
社
の
主
導
的
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、

会
社
の
戦
略
目
標
を
定
め
、
必
要
な
金
融
、
人
財
資
源
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（A

.1 M
ain Principle, Supporting 

Principle

）。
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上
場
会
社
の
取
締
役
会
は
、
そ
の
義
務
を
効
果
的
に
発
揮
す
る
た
め
に
定
期
的
・
計
画
的
に
開
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
年

次
報
告

（
（（
（

に
、
活
動
実
績
（
取
締
役
会
や
委
員
会
の
回
数
、
各
取
締
役
の
出
席
状
況
）、
決
定
事
項
の
何
を
取
締
役
会
決
定
と
し
何

を
経
営
サ
イ
ド
に
委
任
す
る
か
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（A

.1.1, A
1.2

）。

　

上
場
会
社
の
取
締
役
会
は
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
（
と
り
わ
け
独
立
性
の
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
）
の

適
切
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
個
人
な
い
し
小
グ
ル
ー
プ
の
者
が
取
締
役
会
の
意
思
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ

き
で
あ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
大
会
社
（FT

SE（50

社
）
で
は
半
数
以
上
（
独
立
取
締
役
で
あ
る
会
長
を
除
く
）、
そ
れ

以
外
の
会
社
で
は
少
な
く
と
も
２
人
以
上
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B.1 Supporting Principle, B.1.2

）。

　
（
2
）
会
長

　

取
締
役
会
議
長
（
会
長
）
は
、
取
締
役
会
が
任
命
し
、
か
つ
、
い
つ
で
も
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（PLCM

A
 art.12

）。

　

こ
れ
ま
で
会
長
は
社
長（m

anaging director

ま
た
はchief executive

：
以
下
Ｍ
Ｄ
も
し
く
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
記
す
こ
と
が
あ
る
）

が
兼
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
会
長
に
は
社
長
と
別
の
人
物
が
な
っ
て
両
者
の
責

任
を
取
締
役
会
の
運
営
責
任
と
業
務
執
行
責
任
と
に
明
確
に
区
分
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
（A

.2.1

）。
例
外
的
に
兼
任
と
す

る
場
合
は
、
任
命
時
と
次
の
年
次
報
告
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
を
株
主
に
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
（A

.（.1

）。

　

会
長
は
左
記
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
同
じ
独
立
性
判
断
基
準
に
適
合
す
る
、
独
立
性
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（A
.（.1

）。
会
長
は
職
務
従
事
に
必
要
な
時
間
配
分
が
確
保
で
き
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
業
へ
の
重
要
な
コ
ミ
ッ
ト
が
あ

れ
ば
、
任
命
前
に
取
締
役
会
に
開
示
す
る
と
と
も
に
年
次
報
告
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B.（.1

）。
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（
3
）
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
（independent non-executive director

）
が
取

締
役
会
の
一
員
と
し
て
、
戦
略
提
言
を
助
長
す
る
た
め
に
建
設
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（A

.4 M
ain 

Principle
）。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
は
、
①
会
社
の
目
標
達
成
に
向
け
た
経
営
者
の
経
営
実
績
を
注
視
し
そ
の
報
告
の
監
視
、
②
財
務

報
告
の
信
頼
性
（integrity

）
へ
の
確
信
、
③
内
部
統
制
（
財
務
管
理
、
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
）
の
健
全
性
・
正
当
性
へ
の
確

信
、
④
業
務
執
行
取
締
役
報
酬
の
適
正
水
準
の
決
定
、
さ
ら
に
業
務
執
行
取
締
役
の
指
名
と
必
要
に
応
じ
て
解
任
お
よ
び
後
継
選

定
に
つ
い
て
も
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
（A

.4 Supporting Principle

）。

　

会
長
は
業
務
執
行
取
締
役
抜
き
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
会
合
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
会
長

抜
き
で
、
会
長
の
実
績
評
価
の
会
合
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
（A

.4.2

）。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
は
期
待
さ
れ
た
任
務
を
果
た
す
に
十
分
な
時
間
配
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
社
へ
の
重
要
な
コ
ミ
ッ

ト
は
選
任
前
に
取
締
役
会
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

取
締
役
会
は
、
独
立
性
が
あ
る
と
考
え
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
氏
名
を
年
次
報
告
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
業
務

執
行
取
締
役
の
独
立
性
の
判
断
基
準
は
、
性
格
、
判
断
力
、
判
断
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
諸
関
係
や
環
境
の
有
無
で
あ

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
な
お
か
つ
独
立
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
取
締
役
会
は
そ
の
理
由
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B.1.1

）。

　

・
直
近
五
年
間
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

　

・
直
近
三
年
間
会
社
と
の
重
要
な
取
引
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
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・
会
社
か
ら
取
締
役
報
酬
以
外
の
報
酬
等
を
得
て
い
る
こ
と

　

・
会
社
の
取
締
役
・
上
級
経
営
者
な
ど
と
親
密
な
親
族
的
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と

　

・
取
締
役
の
相
互
派
遣
を
し
て
い
る
こ
と

　

・
主
要
株
主
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、

　

・
九
年
以
上
会
社
の
取
締
役
を
続
け
て
い
る
こ
と

　

非
業
務
執
行
取
締
役
も
任
期
経
過
後
は
株
主
総
会
の
再
任
に
臨
み
、
任
期
中
も
会
社
法
の
取
締
役
解
任
規
定
に
従
う
べ
き
で
あ

る
。
六
年
を
超
え
る
期
間
は
、
取
締
役
会
の
刷
新
を
念
頭
に
お
い
て
特
に
厳
格
に
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（B.2.（

）。

　
（
4
）
委
員
会

　

取
締
役
か
ら
権
限
移
譲
を
受
け
た
委
員
会
は
、
定
款
の
定
め
る
取
締
役
の
意
思
決
定
手
続
規
定
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
取

締
役
会
は
定
款
に
反
し
な
い
限
り
全
委
員
会
ま
た
は
一
部
委
員
会
の
手
続
き
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（PLCM

A
 art.6

）。

委
員
会
に
つ
い
て
は
構
成
・
機
能
等
の
規
定
を
含
め
て
こ
れ
以
外
の
会
社
法
規
定
は
な
く
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範

が
、
上
場
会
社
の
各
委
員
会
の
構
成
と
任
務
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

指
名
委
員
会

　

過
半
数
の
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
で
構
成
す
る
指
名
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
取
締
役
任
命
手
続
き
を
主
導
し
候
補
者
を
推
薦

す
る
。
会
長
ま
た
は
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
が
委
員
長
と
な
る
が
、
会
長
は
自
分
の
後
継
者
選
定
に
あ
た
っ
て
は
委
員
長
に
な

れ
な
い
（B.2.1

）。

　

会
長
や
非
業
務
執
行
取
締
役
の
任
用
に
あ
た
っ
て
、
も
し
外
部
の
人
材
探
索
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
募
集
広
告
を
利
用
し
な
か
っ
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た
場
合
に
は
、
そ
の
説
明
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B.2.4

）。

　

報
酬
委
員
会

　

大
会
社
（FT

SE（50

社
）
で
は
三
名
以
上
（
そ
れ
以
外
の
会
社
で
は
二
名
）
の
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
の
み
で
構
成
す
る
。

会
長
に
独
立
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
会
長
も
委
員
と
な
れ
る
が
委
員
長
に
は
な
れ
な
い
。

　

報
酬
委
員
会
は
、
全
業
務
執
行
取
締
役
と
会
長
の
報
酬
の
決
定
権
限
を
取
締
役
会
か
ら
付
与
さ
れ
る
。
取
締
役
で
な
い
上
席
経

営
者
の
報
酬
の
水
準
、
構
成
に
つ
い
て
は
推
薦
と
監
視
を
行
う
。

　

監
査
委
員
会

　

大
会
社
（FT

SE（50

社
）
で
は
構
成
員
三
名
以
上
で
、
全
員
が
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
（
そ
れ
以
外
の
会
社
で
は
独
立
非

業
務
執
行
取
締
役
二
名
）。
う
ち
一
名
は
相
応
の
財
務
業
務
経
験
者
と
す
る
。

　

会
社
の
財
務
書
類
の
信
頼
性
の
監
視
、
内
部
監
査
・
外
部
監
査
の
監
視
と
評
価
、
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
評
価
、
外
部
監
査
人
の
選
任
・
再
任
・
解
任
の
勧
奨
等
の
役
割
と
責
任
を
負
う
（C.（.1, C.（.2, C.（.6

）。

　

監
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
金
融
業
務
規
制
機
関
（Financial Service A

uthority

（
（（
（

：
以
下FSA

）
の
「
開
示
と
透
明
性

に
関
す
る
規
則
（D

isclosure and T
ransparency Rules

：
以
下D

T
R

）」
に
も
同
様
の
条
項
が
あ
る
（FSA

 H
andbook 

D
T

R 7.1.1

～7.1.5

）。

　

構
成
員
・
委
員
長
名
、
委
員
会
の
会
合
の
回
数
と
各
回
会
合
出
席
者
名
は
年
次
報
告
書
に
別
項
を
設
け
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（A

.1.2, B.2.4

）。
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（
5
）
権
限
委
譲

　

定
款
に
根
拠
規
定
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
は
定
款
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
自
ら
の
任
意
の
権
限
を
自
ら
の
判
断
で
、
適
宜
の
方
法

で
、
適
宜
の
条
件
を
付
し
て
、
特
定
の
者
（
Ｍ
Ｄ
も
し
く
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
な
い
し
委
員
会
に
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る

い
は
、
一
部
ま
た
は
全
部
に
つ
い
て
委
譲
を
取
消
し
、
も
し
く
は
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（PLCM

A
 art.5

（1

）, （（

））。

委
譲
を
受
け
た
者
が
そ
の
権
限
を
さ
ら
に
他
に
委
譲
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
も
で
き
る
（art. 5

（2

））。

　
（
6
）
取
締
役
会
と
株
主
と
の
対
話

　

取
締
役
会
全
体
と
し
て
、
経
営
目
標
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
に
基
づ
く
株
主
と
の
対
話
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
機
会
が

確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（E.1 M
ain Principle

）。
株
主
と
主
に
接
触
す
る
の
はCEO

と
財
務
担
当
役
員
で
あ
る
が
、

会
長
は
、
す
べ
て
の
取
締
役
が
主
要
株
主
の
問
題
意
識
や
関
心
事
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
責
を
負
う
（E.1 Supporting 

Principle

）。
会
長
は
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
戦
略
に
つ
い
て
主
要
株
主
と
話
し
合
う
必
要
が
あ
る
。
上
席
非
業
務
執
行
取
締
役

も
主
要
株
主
各
層
と
の
会
合
に
出
席
し
、
主
要
株
主
の
持
つ
問
題
意
識
や
関
心
事
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
理
解
を
進
め
る

べ
き
で
あ
る
（E.1.1

）。
取
締
役
会
構
成
員
、
と
り
わ
け
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
主
要
株
主
の
会
社
の
見
方
に
つ
い
て
の
理
解

を
進
め
る
た
め
に
、
ア
ナ
リ
ス
ト
や
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
面
接
し
、
彼
ら
の
も
た
ら
す
株
主
見
解
に
つ
い
て
の
分
析
を
聞
い
た
り

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
進
捗
状
況
を
年
次
報
告
に
記
載
す
べ
き
で
あ
る
（E.1.2

）。

　

３　

取
締
役
の
選
任
、
解
任
、
報
酬

　（
1
）
取
締
役
の
選
任



51

イギリス新会社法におけるコーポレート・ガバナンス規律

　

会
社
法
の
規
定
で
は
、
取
締
役
に
は
正
式
に
任
命
さ
れ
た
取
締
役
だ
け
で
な
く
、
い
か
な
る
名
称
で
あ
ろ
う
と
取
締
役
の
地
位

に
あ
る
者
と
し
て
判
例
法
上
認
め
て
き
た
事
実
上
の
取
締
役
（de facto director

：s.250

）、
さ
ら
に
、
取
締
役
が
事
実
上
そ

の
者
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
す
る
影
の
取
締
役
（shadow

 director

：s.251

）
も
含
む
。
取
締
役
は
、
最
低
一
名
（
公
開
会
社

で
は
二
名
）
で
、
う
ち
一
名
は
自
然
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（ss.154,155

）。

　

会
社
法
は
取
締
役
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
は
モ
デ
ル
定
款
に
任
せ
て
い
る

（
（（
（

。
モ
デ
ル
定
款
に
よ
れ
ば
、（
ⅰ
）
株
主
総
会
の
普

通
決
議

（
（（
（

か
、
ま
た
は
（
ⅱ
）
取
締
役
の
決
議
に
よ
る
と
規
定
し
た
う
え
で
（PLCM

A
 art.20

）、（
ⅰ
）、（
ⅱ
） 

い
ず
れ
に
よ
る

場
合
も
、
初
年
度
の
年
次
株
主
総
会
で
全
員
退
任
し
、
そ
の
後
の
年
次
株
主
総
会
で
は
、
前
回
年
次
総
会
以
降
に
取
締
役
会
に
よ

り
任
命
を
受
け
た
取
締
役
な
い
し
、
二
年
毎

（
（（
（

の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
取
締
役
は
全
員
退
任
し
て
、
株
主
総
会
の
再
任
決
議

に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（PLCM
A

 art.21

）。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
株
主
へ
の
説
明
責
任
を
強
化
す
る
た
め
に
取
締
役
の
選
任
方
法
お
よ
び
任
期
に
つ
い

て
は
、FT

SE（50

社
の
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
毎
年
株
主
総
会
で
の
再
任
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
つ
ま
り
株
主
総
会
で

選
任
さ
れ
、
か
つ
任
期
は
一
年
に
短
縮
）
と
し
て
、
モ
デ
ル
定
款
規
定
の
二
年
よ
り
も
厳
格
化
し
て
い
る
。（B.7.1

）。

　

取
締
役
候
補
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
指
名
委
員
会
は
、
女
性
比
率
を
含
む
メ
ン
バ
ー
の
多
様
性
の
ほ
か
、
取
締
役
会
構
成
員

の
技
能
・
経
験
に
つ
い
て
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
（B.2 Supporting Principles, B.2.2

）。

　
（
2
）
取
締
役
の
報
酬

　

取
締
役
が
得
る
報
酬
は
、
取
締
役
報
酬
と
会
社
の
業
務
執
行
者
と
し
て
の
雇
用
契
約
に
基
づ
く
報
酬
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は

特
に
大
企
業
の
業
務
執
行
取
締
役
に
と
っ
て
取
締
役
報
酬
に
比
し
は
る
か
に
多
額
と
な
っ
て
い
る
。
取
締
役
が
報
酬
を
取
扱
う
場
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合
取
締
役
と
会
社
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
利
害
相
反
関
係
に
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
、
取
締
役
と
会
社
と
の
契
約

に
は
株
主
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
続
き
の
煩
わ
し
さ
を
き
ら
い
、
こ
こ
一
〇
〇
年
く
ら
い
は
、
通
常
、
定
款
規
定
に

基
づ
き
取
締
役
会
が
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
を
決
め
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
き
た
（
尤
もCA

1985

の
モ
デ
ル
定
款
で
は
、
取

締
役
報
酬
は
株
主
総
会
承
認
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
：CA
1985, T

able A
 art.82

）。
こ
の
や
り
方
に
は
、
取
締
役
同
士

が
互
い
に
細
か
い
こ
と
は
言
わ
ず
に
承
認
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
内
在
し
、正
当
化
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
場
合
が
多
く
な
る
。

結
果
と
し
て
経
営
者
報
酬
額
が
増
加
し
、
こ
れ
が
近
年
大
き
な
論
議
を
呼
ぶ
事
態
と
な
り
、
立
法
規
制
に
よ
る
介
入
が
正
当
化
さ

れ
る

（
（（
（

。

　

ア　

報
酬
に
関
す
る
会
社
法
規
定

　

モ
デ
ル
定
款
に
、
取
締
役
お
よ
び
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
は
取
締
役
会
が
決
定
す
る
（
取
締
役
自
ら
の
報
酬
に
つ
い
て
は
取

締
役
会
で
の
投
票
権
を
認
め
な
い
）
と
の
規
定
が
あ
る
（PLCM

A
 art.2（

（2

））
が
、
こ
の
ほ
か
に
は
、
会
社
法
本
体
に
取
締
役

報
酬
報
告
書
の
作
成
・
開
示
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
ア
）
会
社
法
は
、
上
場
会
社
（quoted com

panies

）（
（（
（

の
取
締
役
に
、
取
締
役
報
酬
報
告
書
（director’s rem

uneration 

report

：
以
下
Ｄ
Ｒ
Ｒ
）
の
作
成
・
開
示
義
務
を
課
し
て
い
る
（s.420

）。
取
締
役
報
酬
へ
の
国
民
的
関
心
が
年
々
高
じ
続
け
て

い
く
た
め
、
報
酬
抑
止
策
と
し
て
二
〇
〇
二
年
に
政
府
が
思
い
切
っ
て
打
ち
出
し
た
開
示
制
度
で
あ
る

（
（（
（

。

　

上
場
会
社
の
取
締
役
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
Ｄ
Ｒ
Ｒ
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
罰
金
刑
が
科
さ
れ

る
（s.420

（2

）, （（

））。
取
締
役
会
で
承
認
さ
れ
た
Ｄ
Ｒ
Ｒ
の
記
載
内
容
の
虚
偽
の
な
い
し
誤
解
を
招
く
記
述
に
つ
い
て
悪
意
ま
た

は
重
過
失
（reckless

）
で
知
ら
な
い
取
締
役
、
ま
た
は
、
重
要
事
項
を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
の
不
記
載
に
つ
い
て
悪
意
の
取
締
役

は
、
会
社
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
い
（s.46（

）、
ま
た
刑
事
責
任
（
罰
金
刑
）
に
も
問
わ
れ
る
（s.422

）。
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Ｄ
Ｒ
Ｒ
は
、
決
算
報
告
書
に
織
り
込
ま
れ
て
株
主
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
会
社
登
録
機
関
へ
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（ss.42（, 441, 445-447

）。

　
（
イ
）
Ｄ
Ｒ
Ｒ
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
お
も
な
も
の

（
（（
（

は
、
次
の
通
り
。

　
　
（
ⅰ
）
報
酬
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

　
　
（
ⅱ
）
取
締
役
報
酬
に
関
す
る
会
社
の
方
針

　
　
（
ⅲ
）
報
告
年
度
を
含
む
過
去
五
年
間
の
株
主
利
益
合
計
と
株
式
市
場
指
数
に
基
づ
く
仮
想
株
主
利
益
を
比
較
で
き
る
グ
ラ
フ

　
　
（
ⅳ
）
取
締
役
の
業
務
執
行
契
約
（
任
期
残
存
期
間
、
解
雇
通
告
期
間
の
詳
細
、
早
期
退
職
の
際
の
補
償
金
条
項
や
そ
の
他

の
会
社
が
負
い
う
る
責
任
額
の
算
定
に
必
要
な
契
約
条
項
を
含
む
）

　
　
（
ⅴ
）
個
別
取
締
役
の
当
該
年
度
お
よ
び
前
年
度
の
報
酬
総
額
、
退
任
・
解
任
取
締
役
へ
の
補
償
金
額
ほ
か

　
　
（
ⅵ
）
個
別
取
締
役
の
退
任
の
際
に
支
払
い
を
受
け
る
報
酬
額
等
、 

個
別
取
締
役
の
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
内
容
、
個
別
取
締
役

の
年
金
受
給
権
や
こ
れ
を
超
え
る
退
職
一
時
金
額
そ
の
他

　

な
お
上
場
規
則
（Listing Rule

：
以
下LR
）
は
、
上
場
会
社
の
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
開

示
義
務
を
課
し
て
い
る
（
後
記
四
２
（
２
））。

　
（
ウ
）
Ｄ
Ｒ
Ｒ
は
、
株
主
総
会
で
勧
告
決
議
（advisory vote
）
に
付
さ
れ
る
。
こ
の
決
議
結
果
は
法
的
に
は
報
酬
決
定
を
行

う
取
締
役
会
に
対
す
る
拘
束
力
が
な
い
の
で
、
否
決
さ
れ
て
も
取
締
役
の
報
酬
契
約
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

（
（（
（

（s.4（9

（5

））
が
、
決
議
結
果
が
株
主
の
取
締
役
報
酬
政
策
の
支
持
度
合
に
つ
い
て
の
強
い
信
号
を
取
締
役
会
に
送
る
こ
と
に
な
る
（
（（
（

。
少

数
の
反
対
が
あ
っ
て
も
会
社
と
し
て
は
報
酬
制
度
内
容
を
改
め
て
い
る
例
も
あ
り
、報
酬
の
変
更
が
問
題
に
な
り
そ
う
な
と
き
は
、

取
締
役
側
が
報
酬
政
策
を
定
め
て
株
主
総
会
に
諮
る
前
に
、
主
要
株
主
と
話
し
合
い
の
場
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
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制
度
を
設
け
た
こ
と
の
重
要
な
影
響
と
い
え
よ
う
（
（（
（

。

　

イ　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に
よ
る
報
酬
規
律

　

取
締
役
報
酬
の
適
正
な
水
準
と
公
正
で
透
明
な
決
定
方
法
に
つ
い
て
、Corp. Gov. Code

が
規
定
し
て
い
る
。

　
（
ア
）
報
酬
水
準
は
、
資
質
を
備
え
た
人
材
を
吸
収
す
る
に
必
要
・
十
分
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
業
務
執
行
取
締

役
に
つ
い
て
は
、
会
社
・
取
締
役
個
人
双
方
の
業
績
に
リ
ン
ク
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

.1 M
ain Principle

）。
報

酬
委
員
会
は
他
社
比
較
に
よ
り
自
社
の
相
対
的
位
置
決
め
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
業
績
は
伴
わ
な
い
の
に
他
社
に
合
わ
せ
て
報
酬

は
上
が
る
一
方
と
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
（D

.1 Supporting Principle

）。

　
（
イ
）
業
績
比
例
報
酬
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
な
株
主
価
値
の
増
加
を
ベ
ー
ス
に
す
べ
き
で
あ
り
、
賞
与
に
は
上
限
額
を
定
め
、

株
主
オ
プ
シ
ョ
ン
も
三
年
以
内
の
付
与
・
行
使
を
認
め
な
い
な
ど
詳
細
に
規
制
す
る
。
新
規
の
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
は
株
主
総
会
承

認
事
項
と
す
る
（Sch. A

）。

　
（
ウ
）
個
々
の
取
締
役
の
報
酬
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
決
定
は
、
正
式
で
透
明
な
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
取
締
役

も
自
己
の
報
酬
決
定
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
（D

.2 M
ain Principle

）。
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
報
酬
委
員

会
は
会
長
、
社
長
と
相
談
し
、
か
つ
専
門
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

.2 Supporting Principle

）。

　
（
3
）
取
締
役
の
解
任

　

ア　

株
主
総
会
で
の
解
任

　
　

取
締
役
は
定
款
規
定
に
基
づ
い
て
、
会
社
法
規
定
や
そ
の
他
の
法
（
取
締
役
資
格
喪
失
法Com

pany D
irectors 

D
isqualification A

ct 1986

な
ど
）
に
よ
る
禁
止
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
破
産
命
令
や
債
務
軽
減
に
つ
い
て
の
和
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解
成
立
、
身
体
的
・
精
神
的
原
因
に
よ
る
任
務
遂
行
不
能
、
取
締
役
か
ら
会
社
へ
の
辞
任
通
告
に
よ
り
そ
の
任
務
を
終
了
す
る

（PLCM
A

 art.22

）。

　

こ
の
終
任
以
外
に
会
社
法
規
定
に
基
づ
き
、
株
主
総
会
の
普
通
決
議
（
過
半
数
の
賛
成
）
に
よ
り
取
締
役
を
解
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
任
期
終
了
前
で
も
あ
る
い
は
会
社
と
の
間
の
契
約
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
効
に
取
締
役

を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（s.168

）。

　

こ
の
解
任
権
は
、
取
締
役
の
実
績
が
貧
弱
で
あ
る
と
か
、
有
能
に
裁
量
権
を
行
使
し
て
い
る
取
締
役
で
も
そ
れ
が
株
主
総
会
の

意
に
沿
わ
な
い
経
営
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
、
株
主
は
自
由
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
の

重
要
な
部
分
を
構
成
す
る

（
（（
（

。

　

イ　

解
任
に
伴
う
取
締
役
へ
の
金
銭
の
支
払
い

　

取
締
役
任
用
契
約
に
任
期
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
任
期
中
途
の
解
任
や
、事
前
通
告
期
間
を
無
視
し
た
解
任
の
場
合
で
も
、

会
社
が
会
社
法
規
定
に
基
づ
い
て
前
記
の
解
任
権
を
行
使
す
る
と
き
は
、
取
締
役
任
用
契
約
そ
の
も
の
は
有
効
に
終
了
す
る
。
一

方
、
被
用
者
で
も
あ
る
取
締
役
（M

D

ま
た
はCEO
そ
の
他
の
業
務
執
行
取
締
役
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
雇
用
契
約
部
分
も
終

了
す
る
こ
と
に
な
る
が

（
（（
（

、
こ
れ
が
雇
用
契
約
の
期
間
満
了
前
の
解
約
な
い
し
事
前
通
告
期
間
の
不
遵
守
に
該
当
す
る
場
合
、
契
約

違
反
に
よ
る
多
額
の
損
害
賠
償
な
い
し
補
償
金
支
払
い
の
要
因
と
な
り
う
る
。
株
主
は
業
務
執
行
取
締
役
を
任
意
に
解
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
会
社
に
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

ウ　

雇
用
契
約
の
開
示

　

取
締
役
を
解
任
す
れ
ば
会
社
が
高
額
の
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
株
主
が
解
任
決
議
を
す

る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
判
断
資
料
と
し
て
、
株
主
は
、
い
つ
で
も
個
別
取
締
役
の
雇
用
契
約
を
閲
覧
調
査
す
る
（inspect

）
こ
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と
が
で
き
る
（ss.228, 229

）。

　

ま
た
上
場
会
社
に
作
成
・
開
示
義
務
の
あ
る
取
締
役
報
酬
報
告
書
（
Ｄ
Ｒ
Ｒ
）
に
は
、
取
締
役
雇
用
契
約
の
期
間
、
解
任
予
告

期
間
と
任
期
終
了
に
あ
た
っ
て
支
給
す
る
金
額
に
関
す
る
方
針
の
ほ
か
に
、
取
締
役
を
期
前
に
解
任
し
た
場
合
に
会
社
の
負
担
が

い
く
ら
に
な
る
か
を
株
主
が
計
算
で
き
る
よ
う
、
残
存
任
期
、
解
任
予
告
期
間
、
任
期
終
了
に
伴
う
支
給
額
等
を
個
別
取
締
役
ご

と
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　

エ　

取
締
役
の
任
期
規
制

　

解
任
補
償
金
は
、
取
締
役
の
任
用
契
約
に
お
け
る
任
期
が
長
い
と
そ
れ
だ
け
高
額
と
な
り
う
る
た
め
、
会
社
法
は
株
主
総
会
の

承
認
な
し
に
そ
の
任
用
期
間
を
二
年
以
上
と
し
た
場
合
は
、
期
間
条
項
は
無
効
と
な
り
、
会
社
は
合
理
的
な
通
告
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
い
つ
で
も
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
（ss.188, 189

）（
後
記
三
２
（
３
）
参
照
）。
こ
の
二
年

と
い
う
期
間
は
、CA

1985

で
は
五
年
で
あ
っ
た
も
の
を
新
法
で
二
年
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
は
、
統
合
規
範
当
初
か
ら
、
上
場
会
社
は
解
任
通
告
期
間
も
し
く
は
雇
用
契
約
期
間
は
一

年
以
下
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（D

.1.5
）。

　

上
場
規
則
は
、
一
年
を
超
え
る
解
任
通
告
期
間
と
な
っ
て
い
る
か
、
既
定
の
解
任
補
償
金
額
が
一
年
分
以
上
の
報
酬
等
を
超
え

て
い
る
よ
う
な
取
締
役
雇
用
契
約
の
詳
細
を
、
一
年
を
超
え
る
期
間
に
し
た
理
由
と
と
も
に
、
年
次
財
務
報
告
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る（LR 9.8.8

（8

））。
こ
の
条
項
は
、
解
任
通
告
期
間
と
解
任
補
償
金
契
約
の
双
方
に
着
目
し
、
と
も
に
一

年
制
限
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
開
示
と
適
正
化
を
求
め
る
に
と
ど
ま
り
、
株
主
総
会
の
承
認
ま
で
は
求
め
て
い
な
い
。

　

オ　

取
締
役
へ
の
退
職
金
の
支
払
い

　

以
上
は
株
主
総
会
で
解
任
さ
れ
た
取
締
役
に
対
す
る
、
雇
用
契
約
違
反
に
よ
る
補
償
金
等
の
支
払
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
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に
、
取
締
役
会
が
契
約
に
よ
ら
ず
任
意
に
、
退
職
金
と
か
失
職
へ
の
補
償
金
と
か
の
名
目
で
、
株
主
総
会
で
解
任
さ
れ
た
取
締
役

へ
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
当
該
取
締
役
に
平
穏
に
退
場
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
た
り
、
取
締
役
会
構
成

員
自
ら
に
将
来
同
じ
事
態
が
起
こ
り
兼
ね
ず
、
そ
の
と
き
の
た
め
に
類
似
の
処
遇
を
用
意
し
て
お
こ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

る
（
（（
（

が
、こ
の
よ
う
な
支
払
は
、会
社
法
に
よ
り
株
主
総
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
不
適
法
と
な
る（CA

2006 s.217

）（
左
記
三
２（
４
）

参
照
）。

　
　
三
　
取
締
役
の
義
務
と
責
任

　

１　

一
般
義
務
規
定

　

取
締
役
は
経
営
に
関
し
て
全
般
的
な
権
限
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
乱
用
を
防
ぐ
た
め
に
法
に
よ
り
一
定
の
義
務
を
課
さ
れ
て
き

た
。
信
認
義
務
（
衡
平
法
）
及
び
注
意
義
務
（
コ
モ
ン
ロ
ー
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
義
務
内
容
は
、
判
例
法
に
よ
り
事
例
に
即
し
て

し
て
き
た
が
、
近
時
判
例
も
錯
綜
し
、
と
き
と
し
て
一
貫
性
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
き
た
た
め
、
今
回
会
社
法
改
正
に
お
い
て
初

め
て
、
取
締
役
の
一
般
義
務
と
し
て
明
文
規
定
化
し
た
（ss.171-177

）。

　

一
般
義
務
を
条
文
化
す
れ
ば
、
義
務
内
容
が
明
確
か
つ
理
解
し
や
す
い
も
の
に
な
る
一
方
で
、
判
例
法
原
理
の
進
化
を
静
止
・

固
定
化
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。
新
会
社
法
は
こ
の
二
点
を
考
慮
し
て
、
条
文
の
解
釈
・
適
用
は
、
判
例
法
に
お
け
る
と

同
様
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
規
定
す
る
（s.170

（4

））。

　

し
か
し
一
般
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
条
文
化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
義
務
の
違
反
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
条
文
化
さ
れ
る

に
至
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
判
例
法
（
コ
モ
ン
ロ
ー
お
よ
び
衡
平
法
）
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（s.178

（1

） 

）。



58

　

従
っ
て
、
①
注
意
義
務
以
外
の
義
務
の
違
反
に
対
し
て
は
、
信
認
義
務
違
反
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
と
な
る
（s.178

（2

））。

具
体
的
に
は
、
会
社
資
産
の
取
戻
し
、
取
締
役
の
得
た
利
益
の
会
社
へ
の
還
元
、
利
害
相
反
の
開
示
を
怠
っ
た
契
約
の
取
消
し

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
刑
事
責
任
は
な
い
。
た
だ
し
、
自
己
取
引
の
利
害
相
反
関
係
開
示
義
務
に
つ
い
て
、
す
で
に
取
引
関

係
に
あ
る
が
未
開
示
の
場
合
の
開
示
義
務
（s.182

）
違
反
に
は
、
民
事
責
任
は
な
く
刑
事
責
任
（
罰
金
刑
）
の
み
が
科
さ
れ
る

（s.18（

）（
（（
（

。

　

②
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
は
信
認
義
務
関
係
に
は
あ
る
も
の
の
、
注
意
義
務
は
信
認
義
務
の
範
疇
に
入
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
注
意
義
務
違
反
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
の
み
が
課
さ
れ
る

（
（（
（

。

　
（
1
）
株
主
価
値
を
高
め
る
義
務
（s.172

）

　

取
締
役
は
、
誠
実
に
、
全
体
と
し
て
の
株
主
の
利
益
の
た
め
に
会
社
の
成
功
を
最
も
促
進
す
る
、
す
な
わ
ち
株
主
価
値
を
高
め

る
（enlightened shareholder value
）
と
思
わ
れ
る
方
法
で
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
特
に
次
の
こ
と
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（s.172

（1

））。

　
（
ⅰ
）
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
意
思
決
定
が
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
結
果

　
（
ⅱ
）
会
社
従
業
員
の
利
害

　
（
ⅲ
）
仕
入
先
、
顧
客
そ
の
他
の
者
と
の
取
引
関
係
の
助
長
の
必
要
性

　
（
ⅳ
）
会
社
業
務
運
営
が
、
地
域
や
環
境
に
与
え
る
影
響

　
（
ⅴ
）
会
社
の
業
務
行
為
の
水
準
の
高
さ
へ
の
評
価
を
維
持
す
る
こ
と

　
（
ⅵ
）
株
主
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
こ
と
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会
社
・
株
主
以
外
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
考
慮
と
は
、
会
社
・
株
主
の
利
害
と
同
等
に
他
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の

利
害
を
考
慮
す
る
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
会
社
の
株
主
価
値
を
高
め
る
過
程
に
お
い
て
必
要
な
配
慮
を
す
る

の
み
に
と
ど
ま
り
、
仮
に
失
敗
し
て
も
取
締
役
が
責
任
を
追
及
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

（
（（
（

。
こ
の
う
ち
（
ⅱ
）
の
会
社
従
業

員
に
対
す
る
考
慮
に
つ
い
て
は
、
旧
会
社
法
の
「
取
締
役
は
株
主
の
利
害
と
同
様
に
従
業
員
全
体
に
つ
い
て
の
利
害
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
っ
た
規
定
（CA

1985 s.（09

（1

））」
を
、
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　
（
2
）
独
立
の
判
断
を
な
す
べ
き
義
務
（s.17（

）

　

取
締
役
の
誰
か
ら
も
束
縛
さ
れ
ず
独
立
の
判
断
で
そ
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
義
務
で
あ
る
が
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

①
他
の
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
、
あ
る
い
は
そ
の
通
り
に
従
う
こ
と
は
構
わ
な
い
。
②
取
締
役
会
が
権
限
移
譲
す
る
と
き
取

締
役
で
な
い
者
へ
の
委
譲
も
禁
止
さ
れ
な
い
。
③
特
定
の
株
主
や
債
権
者
か
ら
派
遣
さ
れ
た
名
目
的
取
締
役
も
、
派
遣
元
の
利
害

は
無
視
し
て
独
自
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　
（
3
）
注
意
義
務
（s.174

）

　

取
締
役
の
合
理
的
な
注
意
、
技
能
お
よ
び
勤
勉
さ
を
も
っ
て
行
為
す
べ
き
義
務
の
法
文
化
で
あ
る
。
判
例
は
、
従
来
の
い
わ
ゆ

る
主
観
的
基
準
か
ら
倒
産
法
（Insolvency A

ct 1986, s.214

）
に
規
定
す
る
客
観
的
基
準
へ
と
変
化
し
て
き
て
お
り
、
条
文
も

こ
れ
と
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
会
社
の
取
締
役
が
負
う
注
意
義
務
と
は
、（
ⅰ
）
そ
の
者
の
現
に
有
す
る
一
般
的

知
識
、
技
能
お
よ
び
経
験
（
主
観
的
基
準
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、（
ⅱ
）
通
常
の
取
締
役
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
合
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理
的
に
期
待
さ
れ
る
一
般
的
知
識
、
技
能
お
よ
び
経
験
（
客
観
的
基
準
）
の
レ
ベ
ル
で
、
合
理
的
に
勤
勉
な
者
が
用
い
る
で
あ
ろ

う
も
の
と
同
じ
合
理
的
な
注
意
、
技
能
お
よ
び
勤
勉
を
用
い
て
任
務
遂
行
に
あ
た
る
べ
き
義
務
を
い
う
。

　
（
4
）
利
害
相
反
を
回
避
す
る
義
務

　

取
締
役
は
、
会
社
の
利
害
と
相
反
し
も
し
く
は
相
反
す
る
可
能
性
の
あ
る
、
直
接
・
間
接
の
利
害
関
係
に
あ
る
か
も
し
く
は
あ

り
得
る
状
況
を
、
回
避
す
べ
き
義
務
を
負
う
（s.175

（1

））。
特
に
、
会
社
の
資
産
、
情
報
、
も
し
く
は
機
会
を
流
用
し
て
は
な

ら
な
い
（
そ
れ
ら
を
会
社
が
利
用
し
得
た
か
ど
う
か
は
重
視
さ
れ
な
い
）（s.175

（2

））。

　

こ
の
利
益
相
反
回
避
義
務
は
、
会
社
と
の
取
引
も
し
く
は
協
定
か
ら
生
じ
る
利
害
相
反
関
係
に
は
適
用
さ
れ
ず
（s.175

（（

）、

こ
の
場
合
は
、
左
記
（
６
）
の
利
害
関
係
開
示
の
規
制
に
従
う
）。

　

こ
の
義
務
は
、（
ⅰ
）
利
害
相
反
関
係
に
至
る
と
は
合
理
的
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
状
況
に
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、（
ⅱ
）
取
締

役
会
で
承
認
済
の
事
項
に
関
し
て
は
、
違
反
に
な
ら
な
い
（s.175

（4

））。

　

公
開
会
社
に
お
い
て
、
定
款
に
許
容
規
定
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
取
締
役
会
が
承
認
す
る
場
合
は
違
反
に
な
ら
な
い

（s.175

（5

）（b

））（
利
害
相
反
取
締
役
は
定
足
数
に
算
入
さ
れ
ず
、
ま
た
決
議
に
参
加
で
き
な
い
）。

　
（
5
）
第
三
者
か
ら
の
利
益
享
受
禁
止
（s.176

）

　

取
締
役
の
地
位
を
利
用
し
て
個
人
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
。
利
益
の
享
受
が
現
実
的
な
い
し
潜
在

的
な
利
害
相
反
を
も
た
ら
せ
ば
、
こ
の
規
定
と
と
も
に
右
の
利
害
相
反
を
回
避
す
る
義
務
の
違
反
に
も
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
義
務

は
、
取
締
役
会
承
認
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る
こ
と
は
な
い

（
（（
（

。
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（
6
）
会
社
と
の
取
引
（
自
己
取
引
）
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
開
示

　

会
社
と
の
取
引
関
係
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
の
承
認
を
要
さ
ず
、
利
害
関
係
を
そ
の
性
質
と
程
度
を
明
示
し
た
上
で
取
締
役

会
に
開
示
す
る
だ
け
で
よ
い
（
新
規
取
引
に
入
る
前
はs.177

、
す
で
に
取
引
関
係
に
あ
る
が
未
開
示
の
場
合
はs.182

）。
取
締

役
会
が
利
害
関
係
を
認
識
す
れ
ば
、
当
該
取
引
が
取
締
役
会
決
議
を
要
す
る
も
の
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
（（
（

。

　

適
法
な
開
示
が
あ
れ
ば
、
取
消
し
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
法
理
や
衡
平
法
原
則
で
は
、
取
締
役
と
会
社
と
の
利
益

相
反
取
引
は
株
主
総
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
取
引
は
取
消
し
得
る
。
こ
れ
ま
で
の
会
社
の
定
款
に
は
、
こ
れ
を
修
正
し
て
利
害
関

係
を
開
示
す
る
だ
け
で
よ
い
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
新
会
社
法
で
は
適
法
な
開
示
だ
け
で
よ
い
と
し
て
い
る

（
（（
（

が
、
も

ち
ろ
ん
定
款
で
株
主
総
会
承
認
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
（s. 180

（1

）（b

））。

　

２　

株
主
総
会
の
承
認
を
要
す
る
取
引

　

コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
取
締
役
の
利
害
相
反
取
引
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
承
認
事
項
で
あ
っ
た
の
が
、
取
締
役
会
開
示
に
緩
和
さ
れ

る
方
向
に
動
い
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
利
害
相
反
取
引
に
対
す
る
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
甚
だ
し
く
希
薄
化
し
、
利
害
相
反
取
引

に
対
す
る
誘
惑
が
多
く
、
取
締
役
会
の
他
の
構
成
員
に
よ
る
会
社
と
の
取
引
条
件
の
吟
味
が
信
頼
に
値
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
得

な
い
領
域
で
は
、
取
締
役
会
へ
の
開
示
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
事
が
露
呈
し
て
き
た
。
そ
こ
で
コ
モ
ン
ロ
ー
法
理
に
戻
る
べ
く

制
定
法
に
よ
る
規
制
の
動
き
が
起
こ
り
、
そ
の
間
特
定
の
利
害
相
反
取
引
に
つ
い
て
は
禁
止
の
動
き
す
ら
見
ら
れ
た
が
、
新
会
社

法
で
株
主
総
会
承
認
事
項
と
し
て
規
制
し
な
お
し
た

（
（（
（

。

　

上
場
規
則
に
、
上
場
会
社
（prem

ium
 listed com

pany

）
の
利
害
関
係
者
（related party

）
と
の
取
引
に
つ
い
て
の
規
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制
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
主
要
株
主
、
会
社
の
取
締
役
（
事
実
上
の
取
締
役
、
影
の
取
締
役
を
含
む
）、
こ
れ
ら
の
者
と
の

関
係
者
（
利
益
を
享
受
す
る
者
）
が
会
社
と
取
引
を
す
る
と
き
は
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
通
告
す
る
と
と
も
に
、
株
主
へ
通
知
し
株
主
総
会

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
会
で
は
、
利
害
関
係
者
は
決
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（LR11.1

）。

　
（
1
）
多
額
の
資
産
の
売
買
契
約
の
承
認

　

会
社
ま
た
は
持
株
会
社
の
株
主
総
会
の
承
認
が
得
ら
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
承
認
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
場
合
を

除
い
て
、
会
社
は
年
次
決
算
に
お
け
る
純
資
産
価
値
の
一
〇
％
（
ま
た
は
金
額
で
一
〇
万
ポ
ン
ド
）
を
超
え
る
資
産
の
、
取
締
役

と
の
売
買
契
約
（
取
締
役
か
ら
の
購
入
お
よ
び
取
締
役
へ
の
売
却
）
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（ss.190,191

）。

　

株
主
総
会
の
承
認
な
し
に
行
わ
れ
た
契
約
は
、
会
社
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、（
ⅰ
）
そ
の
代
金
ま
た
は
取
引
対

象
と
な
っ
た
資
産
の
返
還
が
見
込
め
な
い
と
き
、（
ⅱ
）
会
社
の
損
害
を
第
三
者
が
補
償
し
た
と
き
、（
ⅲ
）
取
消
し
す
れ
ば
善
意

の
第
三
者
が
そ
の
権
利
を
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
は
、
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
（s.195

（1

）,（2

））。

　

取
消
し
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
取
締
役
・
持
株
会
社
の
取
締
役
や
そ
の
関
係
者
、
契
約
を
承
認
し
た

取
締
役
は
、（
ⅰ
） 

契
約
に
よ
っ
て
直
接
、
間
接
に
得
た
利
得
の
会
社
へ
の
返
還
と
、（
ⅱ
）
会
社
が
損
害
を
被
っ
て
い
れ
ば
そ
れ

を
各
自
連
帯
し
て
補
償
す
る
責
任
を
負
う
（s.1 95

（（
）,（4
））。

　
（
2
）
取
締
役
に
対
す
る
信
用
供
与
に
つ
い
て
の
承
認
（s.197 to 214

）

　

株
主
総
会
（
持
株
会
社
の
取
締
役
に
か
か
わ
る
と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
株
主
総
会
も
）
の
承
認
（
承
認
を
条
件
と
す
る
場

合
を
含
む
）
な
し
に
は
、
取
締
役
（
持
株
会
社
取
締
役
）
に
対
す
る
貸
付
、
貸
付
類
似
取
引
、
そ
の
他
の
与
信
供
与

（
（（
（

を
行
っ
て
は
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な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
、
取
締
役
が
会
社
の
業
務
遂
行
の
た
め
に
必
要
と
な
る
費
用
と
し
て
五
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
貸
付
等
の

信
用
供
与
（s.204

）
や
、
取
締
役
の
責
任
追
及
訴
訟
の
防
御
資
金
貸
付
、
少
額
の
取
引
、
金
融
業
務
を
行
う
会
社
が
行
う
通
常

の
業
務
と
し
て
の
与
信
供
与
等
に
つ
い
て
は
、
承
認
不
要
と
す
る
例
外
規
定
が
あ
る
。

　

右
の
（
１
）
と
本
号
の
取
引
は
旧
法
で
は
禁
止
し
て
い
た
が
、
今
回
改
正
に
よ
り
株
主
総
会
の
承
認
を
要
件
と
し
て
認
め
る
こ

と
と
し
、
本
号
取
引
に
つ
い
て
は
旧
法
に
あ
っ
た
違
反
に
対
す
る
刑
事
罰
規
定
も
廃
止
し
た

（
（（
（

。

　

会
社
は
株
主
総
会
の
承
認
の
な
い
取
引
、
契
約
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
金
銭
や
資
産
の
取
戻
し
の
見
込
み
が
立

た
な
い
と
き
や
第
三
者
が
会
社
の
損
害
を
補
償
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
善
意
の
第
三
者
の
権
利
を
害
し
得
る
と
き
は
取
消
す
こ
と

が
で
き
な
い
（s.21（

（2

））。
取
消
し
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
や
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
取
締
役
（
持
株
会
社
の
取
締
役
）

や
そ
の
関
係
者
、
契
約
を
承
認
し
た
取
締
役
は
、
契
約
に
よ
っ
て
直
接
間
接
に
得
た
利
得
の
会
社
へ
の
返
還
と
、
会
社
が
損
害
を

被
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
各
自
連
帯
し
て
補
償
す
る
責
任
を
負
う
（s.21（

（（

）,（4

））。

　
（
3
）
取
締
役
の
長
期
任
期
の
承
認

　

会
社
ま
た
は
持
株
会
社
の
取
締
役
の
雇
用
契
約
に
あ
た
っ
て
、
任
期
を
二
年
以
上
の
長
期
間
保
証
す
る
よ
う
な
条
項
に
は
、
会

社
は
事
前
の
株
主
総
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
同
意
し
て
は
な
ら
な
い
（s.188

（1

）,（2

））。

　

こ
の
条
文
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
株
主
総
会
が
取
締
役
を
解
任
（
普
通
決
議
）
す
る
場
合
に
、
予
め
決
め
ら
れ
て
い
た
任

期
が
長
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
解
任
に
伴
な
う
コ
ス
ト
が
高
く
つ
く
た
め
任
期
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る（
上
述
二
３（
３
）エ
参
照
）。

従
っ
て
株
主
が
望
む
な
ら
ば
（
承
認
す
れ
ば
）、
取
締
役
の
任
期
を
長
く
す
る
こ
と
は
構
わ
な
い

（
（（
（

。

　

こ
こ
で
い
う
保
証
期
間
と
は
、
①
（
ⅰ
）
在
任
期
間
が
当
初
契
約
か
そ
の
後
の
更
新
契
約
条
項
に
よ
る
か
を
問
わ
な
い
が
、
会



64

社
が
行
う
終
了
要
請
が
な
け
れ
ば
そ
の
条
項
に
基
づ
い
て
継
続
す
る
期
間
と
、
会
社
の
通
告
に
よ
っ
て
は
終
了
で
き
な
い
か
特
別

の
条
件
下
で
の
み
終
了
し
う
る
雇
用
契
約
の
期
間
、
も
し
く
は
、（
ⅱ
）
会
社
の
通
告
に
よ
っ
て
終
了
し
う
る
契
約
の
場
合
は
、

そ
の
通
告
に
要
す
る
期
間
で
あ
る
。
あ
る
い
は
②（
ⅰ
）（
ⅱ
）に
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
の
合
計
期
間
で
あ
る（s.188（（

））。

　

会
社
が
保
証
期
間
終
了
六
か
月
以
上
前
に
契
約
更
新
を
す
る
場
合
（
当
初
契
約
で
更
新
の
権
利
が
取
締
役
に
付
与
さ
れ
て
い
て

そ
の
権
利
行
使
に
よ
り
更
新
す
る
場
合
を
除
く
）
は
、
元
の
保
証
期
間
の
未
経
過
期
間
を
新
た
な
保
証
期
間
に
加
算
す
る
も
の
と

す
る
（s.188

（4
））。

　

会
社
が
株
主
総
会
の
承
認
な
し
に
同
意
し
た
条
項
は
、
違
反
の
限
度
に
お
い
て
無
効
と
な
り
、
そ
の
契
約
に
は
、
会
社
は
合
理

的
な
通
告
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
項
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（s.189

）。

　
（
4
）
取
締
役
の
任
意
退
職
金
等
支
払
い
に
つ
い
て
の
承
認

　

ア
．
会
社
は
、取
締
役
に
対
す
る
退
職
金
等
を
、株
主
総
会
の
事
前
の
承
認
が
な
け
れ
ば
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
（s.217

（1

））。

会
社
が
持
株
会
社
の
取
締
役
に
支
払
う
場
合
は
、
会
社
、
持
ち
株
会
社
双
方
の
株
主
総
会
の
事
前
承
認
を
要
す
る
（s.217

（2

））。

退
職
金
等
の
支
払
い
と
は
、
取
締
役
の
退
任
の
ほ
か
、
在
任
中
も
し
く
は
退
任
時
に
会
社
経
営
に
お
け
る
役
職
（
子
会
社
経
営
に

か
か
わ
る
役
職
を
含
む
）
の
辞
任
に
際
し
て
、
契
約
等
に
も
と
づ
か
な
い
で
任
意
に
支
払
わ
れ
る
、
補
償
金
な
い
し
報
酬
（con-

sideration

）の
支
払
い
そ
の
他
の
利
益
供
与
が
該
当
す
る
。
取
締
役
に
対
す
る
支
払
い
に
は
取
締
役
の
関
係
者
や
指
定
す
る
者
へ

の
支
払
い
も
含
ま
れ
る
（s.215

）。

　

イ
．
会
社
ま
た
は
子
会
社
の
事
業
、
資
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
譲
渡
に
あ
た
っ
て
、
取
締
役
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
す
る
い

か
な
る
者
か
ら
の
支
払
い
も
、
会
社
の
株
主
総
会
の
事
前
の
承
認
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（s.218

）。
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Ｔ
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
取
締
役
の
退
任
に
対
し
て
、
そ
の
取
締
役
が
保
有
す
る
会
社
ま
た
は
子
会
社
の
株
式
を
譲
渡
し
た
と
き
の
い
か

な
る
者
か
ら
の
支
払
い
も
、
株
主
総
会
の
事
前
承
認
を
要
す
る
（s.219

）。

　

ウ
．
株
主
総
会
の
承
認
な
し
に
行
っ
た
支
払
い
に
つ
い
て
の
救
済
手
段
は
、s.217

違
反
（
退
職
金
の
株
主
総
会
承
認
が
な
い
）

の
場
合
は
、
受
領
し
た
取
締
役
等
が
会
社
の
た
め
の
信
託
と
し
て
保
管
し
た
こ
と
に
な
り
、
か
つ
支
払
い
を
承
認
し
た
取
締
役
が

い
れ
ば
各
自
連
帯
し
て
、
会
社
に
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る
責
任
を
負
う
。s.218

違
反
（
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る
退
任
に
あ
た
っ
て
の

支
払
い
に
つ
い
て
株
主
総
会
承
認
が
な
い
）
の
場
合
は
、
受
領
し
た
取
締
役
等
が
事
業
等
を
譲
渡
し
た
会
社
の
た
め
の
信
託
と
し

て
保
管
し
た
こ
と
に
な
る
。s.219

違
反
（
Ｔ
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
株
式
の
譲
渡
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
承
認
が
な
い
）
の
場
合
は
、
受

領
し
た
取
締
役
等
が
Ｔ
Ｏ
Ｂ
に
応
じ
た
他
の
株
主
の
た
め
の
信
託
と
し
て
保
管
し
た
こ
と
に
な
る
（s.222

）。

　

３　

責
任
の
免
除

　（
1
）
責
任
免
除
・
補
償
規
定
の
無
効
（
事
前
の
責
任
免
除
の
禁
止
）

　

ア
．
取
締
役
の
過
失
（
注
意
義
務
違
反
）、
不
履
行
、
義
務
違
反
お
よ
び
信
託
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
い
か
な
る
責
任
も
こ

れ
を
免
除
す
る
（
免
除
の
程
度
の
如
何
を
問
わ
な
い
）
よ
う
な
、会
社
の
定
款
や
契
約
等
の
い
か
な
る
条
項
も
無
効
で
あ
る
（s.2（2

（1

）, （（

））。

　

取
締
役
が
負
う
こ
れ
ら
の
責
任
に
対
し
て
会
社
が
行
う
直
接
・
間
接
の
補
償
（indem

nity

）
条
項
（
（（
（

も
無
効
で
あ
る（s.2（2 

（2

）, 

（（

））。
会
社
の
取
締
役
だ
け
で
な
く
関
連
会
社
（
親
子
会
社
間
、
子
会
社
同
士
）
の
取
締
役
に
対
す
る
補
償
も
禁
じ
ら
れ
る
（
（（
（

。
た

だ
し
、
①
取
締
役
の
会
社
・
関
連
会
社
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
補
償
、
お
よ
び
、
②
会
社
が
年
金
制
度
受
託
者
と
し
て

業
務
を
遂
行
す
る
上
で
取
締
役
に
生
じ
た
責
任
に
つ
い
て
、
当
該
取
締
役
に
対
し
て
行
う
補
償
は
、
罰
金
等
の
補
償
で
な
け
れ
ば
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禁
止
・
無
効
の
対
象
外
と
な
る
（ss.2（4, 2（5

）。

　

①
と
②
は
適
法
補
償
条
項
と
し
て
取
締
役
報
告
書
に
お
い
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
取
締
役
報
告
書
が
承
認
さ
れ
て
初
め

て
取
締
役
に
対
す
る
補
償
が
効
力
を
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
取
締
役
報
告
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（s.2（6

）。
こ
の
補
償
条
項
は
、
株
主
の
閲
覧
、
謄
写
（
有
料
）
に
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
違
反
の
場
合
関
係
役
員
に

略
式
罰
金
刑
が
科
さ
れ
、
ま
た
、
裁
判
所
が
強
制
閲
覧
・
謄
写
の
命
令
を
出
す
こ
と
も
で
き
る
（ss.2（7, 2（8

）。

　

イ
．
右
の
補
償
禁
止
規
定
（s.2（2

（2

））
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
法
は
、
会
社
が
会
社
ま
た
は
関
連
会
社
の
取
締
役
の
た
め
に

賠
償
責
任
保
険
を
購
入
・
継
続
す
る
こ
と
を
認
め
る
（s.2（（

）。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
で
も
、
こ
の
種
の
保
険
購

入
を
容
認
し
て
い
る
（A

.1.（
）。

　

ウ
．
こ
の
事
前
の
責
任
免
除
・
補
償
の
禁
止
規
定
は
基
本
的
に
旧
法
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
年
金
受
託
者
と
し

て
の
会
社
の
業
務
を
遂
行
す
る
取
締
役
に
対
す
る
補
償
規
定
を
新
た
に
導
入
し
た
ほ
か
、
補
償
条
項
に
つ
い
て
の
株
主
の
閲
覧
・

謄
写
権
等
に
つ
い
て
の
手
続
規
定
等
を
追
加
な
い
し
修
正
し
て
い
る
。

　
（
2
）
株
主
に
よ
る
追
認
（
事
後
の
責
任
免
除
）（s. 2（9

）

　

取
締
役
の
行
為
（
不
作
為
も
含
む
）
が
、
会
社
に
対
す
る
過
失
、
不
履
行
、
義
務
違
反
な
い
し
信
託
違
反
に
該
当
す
る
よ
う
な

場
合
、
株
主
は
株
主
総
会
（
書
面
決
議
を
含
む
）
の
普
通
決
議
に
よ
り
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
追
認
が
成
立
す
れ
ば
会
社
は

こ
れ
に
拘
束
さ
れ
、
株
主
代
表
訴
訟
も
提
訴
で
き
な
く
な
る

（
（（
（

。

　

当
該
取
締
役
は
株
主
で
あ
っ
て
も
決
議
に
参
加
で
き
な
い
（
た
だ
し
定
足
数
へ
の
算
入
と
議
事
へ
の
参
加
は
で
き
る
）
が
、
全

員
一
致
に
よ
る
追
認
決
議
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
制
約
は
な
い
（s.2（9

）。
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（
3
）
裁
判
所
に
よ
る
救
済

　

取
締
役
、
会
計
監
査
人
が
、
会
社
に
対
す
る
過
失
、
不
履
行
、
義
務
違
反
ま
た
は
信
託
違
反
で
提
訴
さ
れ
た
と
き
、
裁
判
所
は
、

被
告
が
有
責
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、正
直
に
か
つ
合
理
的
に
行
為
し
て
お
り
事
案
全
般
の
状
況
（
任
用
さ
れ
た
経
緯
を
含
む
）

を
考
慮
し
た
と
き
、
そ
の
者
の
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
が
公
正
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
適
当
と
考
え
る
条
件
を
つ
け
て
責
任
の

全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
（s.1157

）。
陪
審
審
理
中
で
も
裁
判
所
の
判
断
で
同
様
に
救
済
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

当
該
取
締
役
、
会
計
監
査
人
が
会
社
に
対
す
る
過
失
、
不
履
行
、
義
務
違
反
ま
た
は
信
託
違
反
で
提
訴
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
る
理
由
が
あ
る
と
き
、
そ
の
者
は
裁
判
所
に
救
済
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
、
実
際
に
提
訴
が
あ
っ
た
と
み

な
し
て
同
様
の
救
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
救
済
制
度
は
、
旧
法
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
制
度
自
体
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

事
前
の
責
任
免
除
規
定
が
禁
止
さ
れ
（
右（
1
））、
株
主
に
よ
る
追
認
制
度
も
（
右（
2
））
規
模
の
大
き
い
会
社
で
は
機
能
し
に

く
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
引
き
続
き
重
要
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た

（
（（
（

。

　

４　

株
主
代
表
訴
訟
制
度

　

以
上
に
見
た
取
締
役
の
義
務
も
、
英
国
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
み
る
と
こ
れ
ま
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と

は
言
い
難
い
。
責
任
追
及
の
訴
訟
が
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
株
主
代
表
訴
訟
は
、
古
く
か
ら
の
判

例
原
則
（V

oss v H
arbottle

 Rule

（
（（
（

）
に
よ
り
少
数
株
主
が
提
訴
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
不
正
行
為
が
少
数
株
主
に
対
す
る

詐
欺
に
な
る
場
合
な
ど
こ
の
原
則
の
例
外

（
（（
（

に
あ
た
る
と
き
だ
け
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
判
例
原
則
は
一
五
〇
年
間
の
時
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代
の
変
遷
の
中
で
法
の
進
化
に
対
応
で
き
ず
、
た
と
え
ば
注
意
義
務
違
反
も
詐
欺
に
該
当
し
な
い
た
め
、
経
営
権
の
交
代
や
精
算

人
の
任
命
で
も
な
い
限
り
取
締
役
は
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

新
会
社
法
で
は
、
過
失
、
不
履
行
、
義
務
違
反
ま
た
は
信
託
違
反
が
あ
れ
ば
、
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
、
裁
判
所
が
訴
え
の
続
行
の
可
否
を
判
断
す
る
た
め
の
よ
り
現
代
的
で
柔
軟
か
つ
分
か
り
や
す
い
基
準
を
定
め
た

（s.260

～
）（

（（
（

。

　

ア
．
訴
え
を
提
起
す
る
株
主
（
訴
訟
原
因
発
生
後
に
株
主
と
な
っ
た
者
で
も
よ
い

（
（（
（

。
以
下
同
じ
）
は
、
ま
ず
代
表
訴
訟
継
続
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
提
出
す
る
申
立
書
や
証
拠
が
、
反
駁
証
拠
が
出
な
い
限
り
原
告
勝
訴
間
違
い
な
し

と
思
わ
れ
る
程
度
に
明
白
（prim

a facie case

）
で
な
い
場
合
は
、
裁
判
所
は
申
立
を
却
下
す
る
。
却
下
し
な
い
場
合
は
、
裁

判
所
は
会
社
に
証
拠
を
用
意
す
る
よ
う
求
め
、
証
拠
の
提
出
ま
で
訴
訟
手
続
き
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
の
審
理
入
り

に
よ
り
裁
判
所
は
、
適
切
と
考
え
る
条
件
付
き
で
訴
訟
追
行
も
し
く
は
許
可
を
取
消
し
て
訴
訟
を
却
下
、
ま
た
は
、
適
切
と
考
え

る
指
示
を
つ
け
て
訴
訟
手
続
の
延
期
を
決
定
す
る
（s.261

）。

　

イ
．
会
社
が
訴
え
を
提
起
し
そ
の
訴
訟
原
因
で
代
表
訴
訟
と
し
て
追
行
可
能
な
と
き
、
株
主
は
、
会
社
の
や
り
方
で
は
裁
判
手

続
の
乱
用
と
な
り
、
会
社
の
訴
え
提
起
が
勤
勉
で
な
く
、
か
つ
、
株
主
が
代
表
訴
訟
と
し
て
訴
え
を
続
け
た
方
が
よ
い
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
代
表
訴
訟
と
し
て
継
続
す
る
許
可
を
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
株
主
が
提
出
し
た
申
立
書
や
証
拠
が
、

反
駁
証
拠
が
出
な
い
限
り
原
告
勝
訴
間
違
い
な
し
と
思
わ
れ
る
程
度
に
明
白
（prim

a facie case

）
で
な
い
場
合
は
、
申
立
を

却
下
し
、
裁
判
所
が
適
切
と
考
え
る
善
後
策
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
、
会
社
に
証
拠
を
用
意
す
る
よ

う
求
め
、
証
拠
の
提
出
ま
で
訴
訟
手
続
き
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
い
で
申
立
の
審
理
入
り
に
よ
り
裁
判
所
は
、
適
切
と

考
え
る
条
件
付
き
で
訴
訟
追
行
も
し
く
は
許
可
を
取
消
し
て
訴
訟
を
却
下
、
ま
た
は
、
適
切
と
考
え
る
指
示
を
つ
け
て
訴
訟
手
続
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を
延
期
す
る
（s.262

）。

　

ウ
．
裁
判
所
の
判
断

　

株
主
が
、ア
．
ま
た
は
イ
．
に
よ
り
許
可
を
申
し
出
た
と
き
、裁
判
所
は
次
の
場
合
は
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
（s.26（

（2

））。

　
　
（
ⅰ
）s.172

の
会
社
の
成
功
を
促
進
す
る
義
務
を
担
っ
て
行
為
す
る
者
が
、
訴
え
の
継
続
を
望
ま
な
い
場
合
、

　
　
（
ⅱ
）
訴
訟
原
因
が
将
来
の
行
為
も
し
く
は
不
作
為
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
も
し
く
は
不
作
為
を
会
社
が
承

認
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は

　
　
（
ⅲ
）
訴
訟
原
因
が
過
去
の
行
為
も
し
く
は
不
作
為
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
・
不
作
為
が
取
ら
れ
る
前
に
、

会
社
が
承
認
し
、
な
い
し
は
行
為
・
不
作
の
後
で
会
社
が
追
認
し
て
い
る
場
合

　

裁
判
所
が
許
可
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
特
に
考
慮
す
べ
き
事
項
は
概
ね
次
の
通
り
（s.26（

（（

））。

　
　
（
ⅰ
）
そ
の
株
主
が
訴
訟
継
続
に
つ
い
て
誠
実
で
あ
る
か
ど
う
か

　
　
（
ⅱ
） s.172

の
義
務
（
会
社
の
成
功
を
促
進
す
る
義
務
）
を
担
っ
て
行
為
す
る
者
の
訴
訟
継
続
へ
の
こ
だ
わ
り
の
重
要
性

　
　
（
ⅲ
）
訴
訟
原
因
が
将
来
の
行
為
も
し
く
は
不
作
為
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
・
不
作
為
が
発
生
前
に
承
認
な

い
し
発
生
後
に
追
認
さ
れ
う
る
か
ま
た
は
そ
の
可
能
性
の
高
い
状
況
に
あ
る
か
否
か

　
　
（
ⅳ
）
会
社
が
提
訴
し
な
い
こ
と
を
す
で
に
決
定
し
て
い
る
か
ど
う
か

　

エ
．
上
の
イ
．
と
同
様
の
規
定
だ
が
、
す
で
に
株
主
が
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
会
社
の
提
起
し
た
訴
訟

を
株
主
代
表
訴
訟
と
し
て
承
継
し
た
株
主
の
訴
訟
追
行
を
適
当
と
考
え
な
い
場
合
、
別
の
株
主
が
自
分
で
行
う
代
表
訴
訟
の
許
可

を
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
、
イ
．
と
同
様
の
許
否
判
断
・
手
続
き
を
行
う
。
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四
　
開
示

　

開
示
の
必
要
性
は
、
①
投
資
決
定
に
あ
た
り
正
し
い
判
断
が
で
き
る
よ
う
、
財
務
お
よ
び
業
務
の
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
の
詳

細
な
情
報
の
提
供
、
②
株
主
有
限
責
任
制
度
の
下
で
会
社
と
取
引
を
す
る
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
、
会
社
の
業
務
・
財
務
状
況

の
諸
相
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
会
社
に
と
っ
て
法
人
制
度
と
有
限
責
任
制
度
は
大
い
な
る
特
権
で
あ
り
、
開
示
義
務
は
こ
れ

に
対
し
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
価
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
（（
（

。

　

こ
こ
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
か
か
わ
る
開
示
に
つ
い
て
整
理
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
文
中
に
記
述
済
の
も
の
は
省

略
す
る
。

　

１　

会
社
法
の
開
示
義
務

　

会
社
法
等

（
（（
（

に
基
づ
き
会
社
登
録
機
関
（Com

panies H
ouse

）
に
提
出
さ
れ
た
情
報
・
書
類
は
、
会
社
登
録
機
関
で
登
録
・
保

管
さ
れ
る
（s.1080

（1

））。

　

登
録
情
報
（register

）
は
保
護
情
報
（
取
締
役
の
私
的
住
所
な
ど
：s.1087

）
を
除
い
て
公
衆
の
閲
覧
（
謄
写
も
可
能
）
に

供
さ
れ
る
（ss.1085-1087

）。
故
意
・
重
過
失
に
よ
り
虚
偽
等
の
内
容
の
書
類
を
登
録
し
、
あ
る
い
は
登
録
義
務
を
怠
っ
た
場
合
、

役
員
に
対
し
て
、
裁
判
手
続
き
を
経
て
内
容
是
正
の
命
令
と
刑
事
罰
が
科
せ
ら
れ
る
（s. 1112, 111（

）。

　

登
録
情
報
の
う
ち
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
か
か
わ
る
主
な
も
の
は
次
の
通
り
。

　
（
1
）
年
次
報
告
書
（annual return: ss.854-858

）
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会
社
の
住
所
、
会
社
の
種
類
と
主
な
業
務
活
動
、
取
締
役
・
秘
書
役
の
名
前
・
住
所
な
ど
、
資
本
の
状
況
、
市
場
取
引
会
社
（
（（
（

の

場
合
は
五
％
以
上
の
株
主
名
・
住
所
な
ど

　
（
2
）
年
次
決
算
報
告
書
（annual accounts and reports

）

　

ア
．
年
次
決
算
報
告
書
の
登
録

　

会
社
は
次
の
書
類
を
年
次
決
算
報
告
書
と
し
て
、
会
計
監
査
報
告
書
と
と
も
に
、
会
社
登
録
機
関
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（ss.441, 444, 444A

, 445-447

）。

　
・
上
場
会
社
は
、年
次
会
計
決
算
書
（annual accounts

）、取
締
役
報
告
書
（
左
記
（
３
））
お
よ
び
取
締
役
報
酬
報
告
書
（
前

出
二
３
（
２
）
ア
）

　

・
中
規
模
会
社
と
非
上
場
会
社
は
、
年
次
会
計
決
算
書
、
取
締
役
報
告
書

　

・
小
会
社
は
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
登
録
義
務
）。
損
益
計
算
書
、
取
締
役
報
告
書
（
任
意
登
録
）

　

年
次
決
算
報
告
書
を
期
限
内
に
登
録
し
な
い
場
合
に
は
、
取
締
役
は
罰
金
刑
を
科
せ
ら
れ
る
（ss.451-45（

）。

　

こ
こ
で
年
次
会
計
決
算
書
と
は
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
と
損
益
計
算
書
（s. （96

（1

））
で
あ
り
、
単
体
会
計
決
算
書
（s.（94

）

と
連
結
会
計
決
算
書
（ss.（98, （99

）
か
ら
な
る
（s.471

（1
））。

　

イ
．
年
次
決
算
報
告
書
の
開
示

　

会
社
は
年
次
決
算
報
告
書
の
写
し
を
、
毎
年
、（
ⅰ
）
株
主
、（
ⅱ
）
社
債
権
者
お
よ
び
、（
ⅲ
）
株
主
総
会
招
集
通
知
受
領
資

格
者（
会
社
の
会
計
監
査
人
な
ど
）に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（s.42（
）。
フ
ル
セ
ッ
ト
の
決
算
報
告
書
を
望
ま
な
い
者
に
は
、

こ
れ
に
代
え
て
要
約
会
計
説
明
書
（sum

m
ary financial statem

ent

）
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
（s.426

）。D
T

R

に
も
、
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上
場
会
社
は
決
算
後
四
か
月
以
内
に
決
算
報
告
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
が
あ
る
（D

T
R 4.1.（R, 4.1.4R

）。

　

上
場
会
社
は
、
年
次
決
算
報
告
書
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
無
料
で
誰
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（s.4（0

）。

　
（
3
）
取
締
役
報
告
書
（director’s report

）

　

取
締
役
は
、
年
次
決
算
報
告
書
類
に
含
め
て
登
録
・
開
示
さ
れ
る
取
締
役
報
告
書
（
グ
ル
ー
プ
会
社
の
親
会
社
取
締
役
会
は
グ

ル
ー
プ
取
締
役
報
告
書
）を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（s.415（1

））。
こ
れ
を
怠
る
と
罰
金
刑
を
科
せ
ら
れ
る（s.415

（4

）, （5

））。

　

取
締
役
報
告
書
は
取
締
役
会
が
承
認
す
る
。
会
社
法
規
定
に
適
合
し
な
い
内
容
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
悪
意
な

い
し
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
取
締
役
は
、
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
（s.419

）。
取
締
役
は
、
報
告
書
の
不
実
や
誤
解
を
招

き
や
す
い
記
載
、
記
載
す
べ
き
事
項
の
不
記
載
（
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
の
み
）
の
結
果
、
会
社
の
被
っ
た
損
害
に
対
し

て
、
賠
償
責
任
を
負
う
（s.46（

（2
）, （（
））。
こ
れ
は
会
社
に
対
し
て
負
う
責
任
で
あ
り
報
告
書
の
情
報
を
信
頼
し
た
者
に
対
し

て
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
（s.46（

（4
））。

　

取
締
役
報
告
書
の
主
な
記
載
内
容
は
次
の
通
り

（
（（
（

。

　

ア
．
一
般
的
記
載
事
項

（
（（
（

（s.416

）
の
主
な
も
の

　

・
二
千
ポ
ン
ド
を
超
え
る
政
治
献
金
お
よ
び
慈
善
寄
付

　

・
身
障
者
雇
用
状
況
、
従
業
員
へ
の
会
社
状
況
説
明

　

・
債
務
弁
済
の
方
針
と
実
際
（
公
開
会
社
）

　

・
保
有
金
融
商
品
の
リ
ス
ク
関
係
―
（
ⅰ
）
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
対
象
と
方
針
、（
ⅱ
）
価
格
リ
ス
ク
、
信
用
リ
ス
ク
、

流
動
性
リ
ス
ク
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
リ
ス
ク
と
各
リ
ス
ク
の
程
度
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・
取
締
役
、
と
り
わ
け
非
業
務
執
行
取
締
役
の
大
株
主
の
考
え
方
の
理
解
度
合
（
上
場
会
社
：U

K
 Corp. Gov. Code 

E.1.2

）

　

イ
．
事
業
報
告
（business review

）（s.417

）

　

事
業
報
告
は
取
締
役
報
告
書
に
含
め
て
提
出
さ
れ
る
。
事
業
報
告
の
目
的
は
、
取
締
役
が
株
主
価
値
を
高
め
る
義
務
（s.172

）

を
い
か
に
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
報
告
し
、
株
主
の
評
価
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
業
報
告
記
載
内
容
の
要
点
は
次
の
通
り
。

　
　

・
会
社
・
グ
ル
ー
プ
企
業
の
業
務
に
つ
い
て
の
公
正
な
見
地
で
の
報
告
、
お
よ
び
、
主
要
な
リ
ス
ク
と
不
確
定
要
因
の
説
明

　

・
当
期
に
お
け
る
会
社
の
業
務
の
進
展
と
実
績
お
よ
び
年
度
末
に
お
け
る
会
社
の
業
務
の
規
模
と
複
合
度
に
見
合
っ
た
位
置

づ
け
に
つ
い
て
の
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
分
か
り
易
い
分
析

　

・
上
場
会
社
は
、
会
社
業
務
の
進
展
、
実
績
な
い
し
位
置
づ
け
を
理
解
す
る
に
必
要
な
程
度
に
、 （
ⅰ
）
会
社
業
務
の
将
来

的
な
進
展
、
実
績
な
い
し
位
置
づ
け
に
影
響
す
る
主
要
な
傾
向
と
要
素
、（
ⅱ
）
環
境
問
題
（
会
社
の
業
務
が
環
境
に
与

え
る
影
響
を
含
む
）、
会
社
従
業
員
お
よ
び
社
会
や
地
域
に
関
わ
る
事
項
で
会
社
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
取
る
政
策
と
そ
の

有
効
性
、
な
ら
び
に
、（
ⅲ
）
会
社
の
業
務
に
必
須
の
契
約
・
協
定
関
係
に
あ
る
者
の
情
報

　

・
会
社
業
務
の
進
展
、
実
績
あ
る
い
は
位
置
づ
け
を
理
解
す
る
に
必
要
な
程
度
に
、
財
務
評
価
基
準
や
他
の
評
価
基
準
を
使

っ
た
分
析
（
小
・
中
規
模
会
社
を
除
く
）

　

ウ
．
当
期
に
取
締
役
で
あ
っ
た
者
の
名
前
と
主
要
な
活
動

　
（
4
）
Ｅ
Ｕ
指
令
要
開
示
情
報

　

次
の
Ｅ
Ｕ
指
令
要
開
示
情
報
（s.1078

）
は
、
官
報
掲
載
か
電
磁
的
方
法
に
よ
り
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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・
会
社
の
基
本
定
款
・
定
款
、
そ
れ
ら
の
変
更

　

・
取
締
役
の
変
更

　

・
決
算
報
告
書
・
年
次
報
告

　

・
登
録
会
社
所
在
地
の
変
更

　

・
公
開
会
社
は
こ
の
ほ
か
に
、
資
本
関
係
文
書
お
よ
び
合
併
・
会
社
分
割
に
つ
い
て
の
文
書

　
（
5
）
会
社
登
録
機
関
登
録
情
報
・
文
書
の
会
社
に
お
け
る
備
置
・
閲
覧

　

会
社
は
会
社
登
録
機
関
に
登
録
し
た
情
報
と
一
定
の
文
書
を
、
会
社
の
登
録
住
所
お
よ
び
指
定
閲
覧
場
所
に
お
い
て
、
情
報
・

文
書
に
応
じ
て
誰
で
も
ま
た
は
一
定
の
者
の
み
の
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ア　

誰
で
も
閲
覧
可
能
な
記
録
事
項
及
び
書
類

　

①
株
主
名
簿

　

株
主
そ
の
他
の
者
は
、
株
主
名
簿
（register of m

em
bers

）
を
閲
覧
、
謄
写
要
求
の
権
利
が
あ
る
。

　

こ
の
閲
覧
権
に
関
し
て
二
〇
〇
六
年
会
社
法
で
新
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
は
閲
覧
・
謄
写
の
申
込
み
に
無

条
件
で
応
じ
て
も
い
い
が
、
裁
判
所
に
申
立
を
す
る
こ
と
も
で
き
、
裁
判
所
は
閲
覧
・
謄
写
の
申
込
み
の
目
的
が
適
切
で
な
い

と
判
断
す
れ
ば
、
会
社
に
申
込
み
拒
否
を
命
じ
、
か
つ
、
申
込
者
に
対
し
て
、
訴
訟
当
事
者
で
は
な
い
も
の
の
会
社
に
か
か
っ

た
申
立
費
用
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（s.117

）。

　

裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
こ
と
な
し
に
会
社
が
閲
覧
・
謄
写
申
込
み
を
断
り
あ
る
い
は
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
会
社
と
関

係
役
員
は
法
違
反
行
為
の
略
式
罰
金
刑
を
負
う
（s.118

）。
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こ
れ
も
新
規
定
で
あ
る
が
、
閲
覧
・
謄
写
の
申
込
者
が
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
、
誤
認
、
虚
偽
、
詐
欺
に
な
る
よ
う
な

説
明
を
し
て
申
込
み
を
し
た
場
合
は
法
違
反
行
為
と
な
る
。
ま
た
、
入
手
し
た
情
報
が
他
の
者
に
開
示
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
を

も
た
ら
す
よ
う
な
行
為
を
し
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
結
果
を
回
避
し
な
か
っ
た
場
合
も
法
違
反
行
為
と
な
る
。
こ
れ
ら

違
反
を
し
た
者
は
、
裁
判
手
続
き
を
経
て
二
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
罰
金
ま
た
は
両
方
を
科
さ
れ
る
（s.119

）。

　

②
取
締
役
名
簿
、
③
秘
書
役
名

　

④
公
開
会
社
の
自
己
株
式
買
入
契
約

　

会
社
は
、
市
場
外
で
の
自
己
株
式
買
入
契
約

（
（（
（

お
よ
び
市
場
買
入
契
約
（
（（
（

の
写
し
を
、
会
社
の
い
か
な
る
株
主
、
公
開
会
社
の
場

合
は
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
、
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（s.702

）。

　

イ　

株
主
と
会
社
債
権
者
が
閲
覧
可
能
な
文
書

　

減
資
な
い
し
自
己
株
式
買
入
に
よ
る
資
本
金
額
減
少
に
あ
た
っ
て
必
要
な
取
締
役
説
明
書
と
監
査
人
監
査
報
告
は
、
株
主
お
よ

び
会
社
債
権
者
は
誰
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（s.720

）

　

ウ　

株
主
の
み
が
閲
覧
で
き
る
文
書
・
記
録

①
取
締
役
の
雇
用
契
約
（service contract

）（
二
３
（
３
）
参
照
）

②
適
法
補
償
条
項
（「
３
責
任
の
免
除
」
参
照
）

　

③
総
会
議
事
録
・
総
会
外
議
決
記
録
（s.（58

）

　

２　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
説
明
書

　

正
規
取
引
所
（regular m

arket

）
で
の
取
引
が
可
能
な
証
券
を
保
有
す
る
会
社
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
説
明
書
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を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
（（
（

。
こ
の
説
明
書
は
、
取
締
役
報
告
書
に
節
を
設
け
て
記
載
す
る
か
、
別
紙
に
記
載
し
て
年
次
決
算

報
告
書
の
中
に
組
み
込
む
の
で
も
よ
い
。

　
（
1
）
Ｄ
Ｔ
Ｒ
に
よ
る
開
示
事
項

　

次
の
事
項
は
取
締
役
報
告
書
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
説
明
欄
に
記
載
す
る
。

（
ⅰ
）
会
社
が
ど
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
適
用
を
受
け
て
い
る
か
、
お
よ
び
／
ま
た
は
、
会
社
が
任
意
に
従
う

こ
と
を
決
め
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
。
こ
の
場
合
、
当
該
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
を
ど
こ
で
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
か
つ
、
当
該
規
範
が
乖
離
し
て
い
る
の
は
ど
の
部
分
か
、
お
よ
び
会
社
が
当
該
規
範
を
採
用
し
た
理
由

に
つ
い
て
取
締
役
報
告
書
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

T
R 7.2.2R, 7.2.（R

（1

））

（
ⅱ
）
適
用
を
受
け
て
い
る
規
範
の
内
容
が
自
国
法
が
要
求
す
る
以
上
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
慣
行
を
超
え
る
場
合
そ

の
全
情
報
。
そ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
を
誰
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
場
所
を
取
締
役
報
告
書
で
述
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

T
R  7.2.（R

（2

））

（
ⅲ
）
会
社
が
（
ⅰ
）
に
い
う
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
ど
の
条
項
に
も
従
わ
な
い
と
決
定
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う

な
決
定
を
し
た
理
由
（D

T
R 7.2.（R

（（

））。

（
ⅳ
）会
社
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
会
社
の
内
部
統
制
お
よ
び
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
の
主
な
内
容（Corp. Gov. Code C.2.1

） （D
T

R 

7.2.5R, 7.2.10R

）

（
ⅴ
）
会
社
の
管
理
、
経
営
、
監
督
の
機
関
お
よ
び
委
員
会
の
構
成
と
活
動
（Corp. Gov. Code A

.1.1, A
.1.2, B.2.4, C.（.1, 

D
.2.1

）（D
T

R 7.2.7R

）。
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（
2
）
上
場
規
則
に
よ
る
開
示
事
項

　

上
場
規
則
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
と
共
通
の
適
用
対
象
で
あ
る
高
度
規
制
会
社
（prem

ium
 listed com

-

pany
）
に
対
し
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
年
次
報
告
（
年
次
決
算
報
告
）
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
へ
の
適
合
状
況

　

・
会
社
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
主
原
則
（M

ain Principles

）
を
ど
う
適
用
し
た
か
を
、
株
主
が
評
価
で
き

る
よ
う
説
明
す
る
こ
と
（LR 9.8.6R

（5

））

　

・
関
係
各
条
項
に
つ
い
て
は
、（
ⅰ
）
す
べ
て
従
っ
た
か
、（
ⅱ
） 

①
全
部
に
は
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
従
わ
な
か
っ
た

条
項
、
②
継
続
的
実
施
を
求
め
る
性
格
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
も
し
従
わ
な
か
っ
た
場
合
そ
の
期
間
、
③
す
べ
て
従
わ
な
か

っ
た
場
合
は
そ
の
理
由
、
を
記
載
す
る
こ
と
（LR9.8.6R

（6

））。

　

業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
に
関
す
る
事
項
（LR9.8.6R

（7

）, 9.8.8R

）

　
（
ⅰ
）
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
に
関
す
る
会
社
の
方
針

　
（
ⅱ
）
記
載
が
表
形
式
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
文
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（LR9.8.8

（2

））

　
　

・
個
別
取
締
役
ご
と
の
各
報
酬
項
目
の
金
額

　
　

・
ト
ー
タ
ル
報
酬
額

　
　

・
退
任
後
の
取
締
役
に
多
額
の
支
払
い
を
し
た
と
き
は
そ
の
金
額

　
　

・
業
績
比
例
型
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
す
べ
て
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
、
取
締
役
ご
と
に
記
載

　
（
ⅲ
）
取
締
役
の
、
長
期
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
・
ス
キ
ー
ム
の
詳
細

　
（
ⅳ
）
取
締
役
の
年
金
払
い
報
酬
の
説
明
と
正
当
性
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（
ⅴ
）
取
締
役
の
告
知
期
間
が
一
年
を
超
え
る
雇
用
契
約

　
（
ⅵ
）
年
次
株
主
総
会
で
選
任
な
い
し
再
任
議
案
に
か
か
る
取
締
役
の
そ
の
時
点
で
の
す
べ
て
の
雇
用
契
約
の
未
経
過
の
任
期

の
詳
細
、
お
よ
び
、
雇
用
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
取
締
役
が
あ
れ
ば
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
説
明

　
（
ⅶ
）
そ
の
他
の
報
酬
項
目
に
つ
い
て
の
政
策
、
内
容
詳
細
等

　　

注
（
1
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES 7

（
2
）　

基
本
定
款
に
は
会
社
の
設
立
趣
意
、
株
主
と
な
る
者
の
名
称
と
株
式
引
受
承
認
証
が
記
載
さ
れ
る

（
（
）　CA

2006 ss.17,29,（（

（
4
）　CA

2006 s.1078

（
5
）　D

avies, at （60, （61

（
6
）　FRC

は
、
そ
の
子
会
社
と
と
も
に
有
限
責
任
保
証
会
社
（lim

ited com
pany by guarantee

）
で
あ
る
が
、
主
務
大
臣
か
ら
の
権
限
移

譲
を
受
け
、
取
締
役
は
主
務
大
臣
が
派
遣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
実
上
政
府
機
関
の
一
組
織
と
認
識
さ
れ
る
（D

avies, at 60

）

（
7
）　Corp. Gov. Code “PREFA

CE”

（
8
）　Financial Services and M

arkets A
ct 2000

（FSM
A

）
に
基
づ
く
機
関 Financial Services A

uthority

（FSA

）
が
制
定
す
る

H
andbook, Listing Rules

（
上
場
規
則
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
）
に
開
示
義
務
規
定
が
あ
る
（
本
文
後
記

四
２
（
２
）
参
照
）

（
9
）　D

avies, at （97

（
10
）　Corp. Gov. Code, “CO

M
PLY

 O
R EX

PLA
IN
”
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（
11
）　

モ
デ
ル
定
款
は
、
非
公
開
会
社
（
株
式
会
社
と
保
証
会
社
が
あ
る
）
用
と
公
開
会
社
用
が
あ
る
が
、
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
主
に
公
開
会
社

用
を
参
照
す
る

（
12
）　CA

2006 s.19

（
以
下
二
〇
〇
六
年
会
社
法
の
条
文
を
示
す
と
き
は
、
単
に
条
数
だ
け
を
記
す
）

（
1（
）　

会
社
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
法
に
反
す
る
内
容
の
定
款
は
無
効
で
あ
る
（Ryan, at 78

）

（
14
）　

公
開
会
社
（public com

pany

）
は
、
設
立
証
書
に
公
開
会
社
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
て
（s.4

）、
株
式
を
公
開
す
る
こ
と
を
許
容
さ

れ
る
（
実
際
に
公
開
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
い
）
会
社
で
あ
る
。
反
対
に
私
的
会
社
（
公
開
会
社
で
な
い
会
社
：s.4

）
は
、
株

式
を
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
社
で
あ
る
（s.755

）

（
15
）　

株
主
総
会
決
議
事
項
は
こ
の
ほ
か
に
、
会
社
の
種
類
（
公
開
会
社
・
私
的
会
社
等
）
の
変
更
、
株
式
発
行
、
減
資
、
種
類
株
式
関
係
（
権

利
内
容
の
変
更
、
種
類
株
式
の
併
合
等
）、
会
社
の
任
意
解
散
等
が
あ
る

（
16
）　

モ
デ
ル
定
款
で
は
、
取
締
役
会
合
（director’s m

eeting

）
は
、
ど
こ
に
い
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
意
思
疎
通
を
し
て
も
か
ま
わ
ず
、
全

員
が
同
じ
場
所
に
い
な
く
て
も
成
立
す
る
と
し
て
い
る
（PLCM

A
 art.9

（2

）, （（

））。

（
17
）　

年
次
報
告
（annual report

）
は
会
社
法
上
や
、D

T
R

、LR

に
も
直
接
の
定
義
規
定
は
な
い
が
、
会
社
の
年
次
開
示
書
類
を
指
し
、
具

体
的
に
は
会
社
法
上
の
年
次
決
算
報
告
（annual accounts and reports

）
な
い
し
そ
の
中
の
取
締
役
報
告
あ
る
い
は
独
自
に
作
成
す

る
年
次
報
告
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う

（
18
）　Financial Services and M

arkets A
ct 2000

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
民
間
金
融
業
界
出
資
の
独
立
非
政
府
組
織
（
財
務
大
臣
の
監
督

下
）。
金
融
業
務
に
関
す
る
規
制
と
そ
の
実
施
・
検
査
権
を
有
す
る

（
19
）　

最
初
の
取
締
役
に
つ
い
て
は
会
社
法
に
規
定
が
あ
る
が
、
基
本
定
款
署
名
者
（
最
初
の
株
主
で
あ
る
）
が
署
名
す
る
設
立
登
録
関
係
書
類

に
記
載
す
る
形
で
任
命
さ
れ
る
（ss.12

（1

）, 16

（6

））

（
20
）　

定
款
に
記
載
が
な
い
場
合
の
取
締
役
任
命
権
は
株
主
総
会
に
あ
る
（E.g. W

orcester Corsetry Ltd v W
itting

［19（6

］Ch 640, 
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CA

）

（
21
）　A

rts.7（-74 T
able A

, Com
panies A

ct 1985

（
以
下CA

1985

） 

で
は
、
概
ね
三
年
毎
で
あ
っ
た
。

（
22
）　D

avies, at （82,（8（
（
2（
）　CA

2006

に
い
うquoted com

pany

は
、
英
国
内
で
設
立
さ
れ
、
英
国
内
市
場
の
ほ
かEEA

各
国
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
、

N
asdaq

市
場
へ
の
上
場
会
社
を
い
う
（s.（85

（2

））

（
24
）　D

avies, at （85

（
25
）　SI 2008/410, sch.8.

（
26
）　CA

2006 s.421
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
規
則
（D

avies, at （86

）

（
27
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES 686

（
28
）　D

avies, at （86

（
29
）　M

ortim
ore, at 176

（
（0
）　

通
常
会
社
の
定
款
に
は
「M
D

の
地
位
は
、
取
締
役
の
任
期
終
了
と
と
も
に
終
了
す
る
」
と
の
規
定
が
あ
る
（Ryan, at 442

）

（
（1
）　SI 2008/410, sch.8. 

（
（2
）　D

avies, at （97

（
（（
）　D

avies, at 577

（
（4
）　ibid.

（
（5
）　D
avies, at 509

（
（6
）　Ryan, at 48（

（
（7
）　D

avies, at 525-528
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（
（8
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES （44

（
（9
）　D

avies, at 5（2
（
40
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES （48

（
41
）　D

avies, at 541

（
42
）　

取
締
役
が
第
三
者
か
ら
負
う
債
務
に
つ
い
て
会
社
が
保
証
す
る
こ
と
、会
社
か
ら
の
物
品
等
の
割
賦
購
入
や
リ
ー
ス
な
ど
を
い
う（s.202

）。

（
4（
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES 408

（
44
）　EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES 400

（
45
）　

モ
デ
ル
定
款
に
は
こ
れ
ら
補
償
を
認
め
る
条
項
が
あ
る
（PLCM

A
 art.85

（1

））
が
、
会
社
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
補
償
ま
で
認

め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
条
項
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（PLCM

A
 art.85

（2

））

（
46
）　

関
連
会
社
の
取
締
役
に
対
す
る
補
償
禁
止
は
今
回
改
正
で
導
入
さ
れ
た
。
会
社
の
取
締
役
に
補
償
が
で
き
な
い
こ
と
の
抜
け
穴
と
な
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
（M
ortim

ore, at 450

）

（
47
）　M

ortim
ore, at 457

（
48
）　D

eveloping the Fram
ew

ork§
（.77

（at 45
）

（
49
）　V

oss v H
arbottle

［184（

］2 H
are 461 

は
、
①
会
社
の
損
害
を
回
復
す
る
権
利
は
会
社
に
あ
り
、
責
任
追
及
訴
訟
の
提
訴
権
者
は
会

社
で
あ
る
か
ら
、
株
主
が
適
法
に
訴
え
を
提
起
す
る
た
め
に
は
会
社
の
意
思
決
定
と
し
て
の
株
主
総
会
の
決
議
を
要
す
る
、
②
義
務
違
反

が
株
主
総
会
の
単
純
決
議
で
追
認
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
追
認
し
な
い
場
合
に
は
会
社
に
提
訴
す
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

少
数
株
主
は
会
社
の
た
め
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た

（
50
）　Edw

ards v H
alliw

ell,

［1950

］2 A
ll ER 1064, Prudential A

ssurance Co. Ltd. v N
ew

m
an Industries Ltd.（N

o. 2

）,［1982

］ 

Ch 204

等
の
判
例
に
お
い
て
、（
ⅰ
）
取
締
役
の
行
為
が
会
社
の
権
利
能
力
外
で
あ
る
場
合
（
追
認
で
き
な
い
）、（
ⅱ
）
取
締
役
の
行
為
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が
少
数
株
主
に
対
す
る
詐
欺
を
構
成
し
か
つ
当
該
行
為
者
が
株
主
総
会
を
支
配
し
て
い
て
当
該
行
為
者
に
対
す
る
訴
え
の
提
起
を
妨
害
す

る
よ
う
な
場
合
、
ま
た
は
、（
ⅲ
）
問
題
の
行
為
の
追
認
に
株
主
総
会
の
特
別
の
決
議
を
要
し
簡
単
に
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、

V
oss v H

arbottle Rule

の
例
外
と
し
て
、
少
数
株
主
は
会
社
の
た
め
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（M

ortim
ore, at 501

）。

（
51
）　

イ
ギ
リ
ス
の
新
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
行
・
高
橋
均
『
株
主
代
表
訴
訟
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』（
日
本

評
論
社
、2008

）pp.187-195

に
詳
細
な
解
説
が
あ
る

（
52
）　CA

2006, s.260
（4

）．
追
及
の
対
象
と
な
る
権
利
は
株
主
個
人
の
も
の
で
は
な
く
会
社
の
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
を
反
映
し
て
お
り
、
こ

れ
が
コ
モ
ン
ロ
ー
の
立
場
で
あ
る
（EX

PLA
N

A
T

O
RY

 N
O

T
ES 494, at 75

）

（
5（
）　Ryan, at 110, H

icks, at 150

（
54
）　

ほ
か
に
も
倒
産
法
等
に
よ
り
会
社
登
録
機
関
へ
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

（
55
）　

市
場
取
引
会
社
（traded com

pany

）
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
取
引
所
だ
け
で
な
くEEA

内
の
主
要
公
式
市
場
で
の
取
引
が
許
可
さ
れ
て
い

る
英
国
会
社
（s.855

（4

））

（
56
）　

記
載
内
容
は
、
会
社
法
の
ほ
か
に
、
授
権
に
基
づ
く
主
務
大
臣
規
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
57
）　

主
務
大
臣
規
則
（SI 2008/410, sch.7

）

（
58
）　

契
約
は
事
前
に
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（s.694

）

（
59
）　

最
初
に
株
主
総
会
普
通
決
議
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（s.701

）

（
60
）　D

irective 78/660/EEC art.46a
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